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米国反トラスト法における買手市場支配力規制
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一　

は
じ
め
に

　

従
来
、
競
争
法
は
、
市
場
へ
の
反
競
争
効
果
に
対
す
る
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
製
造
業
者
を
代
表
と
し
た
、
主
に
売
手
の
行

為
に
着
目
し
た
規
制
を
行
な
っ
て
き（
1
）た。

我
が
国
で
も
、
買
手
の
行
為
に
対
し
て
は
、
市
場
へ
の
直
接
的
な
影
響
で
は
な
く
、
取
引
当
事

者
間
の
地
位
の
優
越
性
を
不
当
に
利
用
し
た
購
買
力
の
濫
用
の
問
題
と
し
て
優
越
的
地
位
の
濫
用
（
独
禁
法
二
条
九
項
五
号
）
が
主
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
の
大
規
模
小
売
業
者
の
台
頭
に
伴
い
、
供
給
業
者
に
対
し
て
交
渉
力
を
有
す
る
小
売
業
者
の
存
在

は
、
競
争
法
上
の
新
た
な
課
題
を
生
じ
さ
せ
て
い（
2
）る。
そ
し
て
、
大
規
模
小
売
業
者
の
よ
う
な
交
渉
力
を
有
す
る
買
手
に
関
す
る
規
制
を

検
討
す
る
上
で
、
買
手
市
場
支
配
力
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
買
手
市
場
支
配
力
に
は
、
二
つ
の
意
義
が
あ
る
と
さ
れ（
3
）る。
ま
ず
、
第
一
の

意
義
は
、
買
手
独
占
で
あ
り
、
競
争
水
準
以
下
に
購
入
数
量
を
引
下
げ
、
購
入
価
格
を
下
げ
る
こ
と
で
、
社
会
厚
生
の
損
失
を
生
じ
さ
せ

る
と
い
う
も
の
で
あ（
4
）る。
第
二
の
意
義
は
、
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
で
あ
り
、
供
給
者
の
通
常
の
契
約
条
件
よ
り
も
有
利
な
契
約
条
件

を
得
る
力
で
あ
る
と
定
義
さ
れ（
5
）る。

第
一
の
意
義
と
し
て
の
買
手
市
場
支
配
力
で
は
、
買
手
市
場
支
配
力
の
行
使
に
よ
り
、
供
給
者
の
平

均
総
費
用
以
下
の
価
格
が
提
示
さ
れ
る
場
合
、
中
長
期
的
に
は
供
給
者
の
市
場
退
出
、
あ
る
い
は
製
品
開
発
や
技
術
開
発
へ
の
投
資
の
減

少
に
よ
り
産
出
量
が
減
少
し
、
社
会
厚
生
の
損
失
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
と
さ
れ（
6
）る。

ま
た
、
第
二
の
意
義
と
し
て
の
買
手
市
場
支
配
力

は
、
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
の
問
題
だ
け
で
な（
7
）く、
売
手
間
の
企
業
結
合
の
際
の
正
当
化
事
由
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
あ（
8
）る。

　

我
が
国
独
禁
法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
で
は
、
旧
独
禁
法
二
条
四
項
但
書
に
お
い
て
買
手
競
争
を
適
用
除
外
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

買
手
独
占
を
形
成
す
る
企
業
結
合
を
適
用
除
外
す
る
根
拠
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
九
八
八
年
改
正
に
よ
り
こ
の
適
用
除
外
は
廃
止
さ
れ
て

い（
9
）る。
昨
今
、
我
が
国
で
も
買
手
間
の
企
業
結
合
や
事
業
統
合
が
行
わ
れ
て
お
り
、
大
規
模
小
売
業
の
企
業
数
が
、
特
に
食
品
や
日
用
品

に
つ
い
て
減
少
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
）
10
（

る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
窺
わ
せ
る
事
例
と
し
て
、
家
電
量
販
店
間
の
合
併
に
よ
る
競
争
へ
の
影
響
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が
検
討
さ
れ
た
エ
デ
ィ
オ
ン
・
ミ
ド
リ
電
化
の
株
式
取
得
に
関
す
る
事
前
相
談
例
が
あ
）
11
（
る
。
公
取
委
は
、
家
電
量
販
店
は
、
家
電
用
品
を

幅
広
く
取
り
扱
う
一
方
で
、
一
般
の
大
型
ス
ー
パ
ー
や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
家
電
取
扱
店
は
、
品
揃
え
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

家
電
量
販
店
の
競
合
相
手
や
一
般
消
費
者
の
代
替
先
は
他
の
家
電
量
販
店
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
て
、
家
電
量
販
店
に
お
け
る
家
電
の
小
売

販
売
を
一
定
の
取
引
分
野
と
し
て
画
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
需
要
者
に
よ
る
競
争
圧
力
が
認
め
ら
れ
た
日
清
・
明
星
の
事
）
12
（

例
で
は
、
カ
ッ
プ
め
ん
の
売
上
高
の
二
割
前
後
を
占
め
る
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
メ
ー
カ
ー
に
競
争
圧
力
を
行
使
し
て
い
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
ス
ー
パ
ー
は
、
特
売
の
機
会
を
通
じ
て
、
メ
ー
カ
ー
に

競
争
圧
力
を
行
使
し
て
い
る
と
さ
れ
、
最
終
的
に
日
清
と
明
星
の
合
併
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
買
手
市
場
支
配
力
の
問
題
は

我
が
国
で
も
生
じ
て
き
て
お
り
、
今
後
買
手
市
場
の
寡
占
化
に
伴
い
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
重
要
性
は
さ
ら
に
増
し
て
く
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

他
方
、
欧
米
で
は
、
買
手
市
場
の
寡
占
化
の
問
題
は
既
に
現
実
化
し
て
い
）
13
（
る
。
大
規
模
小
売
業
を
は
じ
め
と
し
た
買
手
市
場
の
寡
占
化

が
進
む
我
が
国
に
と
っ
て
、
既
に
小
売
市
場
の
寡
占
化
へ
の
対
応
が
進
ん
で
い
る
欧
米
の
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
関
す
る
比
較
法
的
考

察
か
ら
示
唆
を
受
け
る
点
は
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
、
買
手
市
場
に
お
け
る
寡
占
化
の
問
題
を
抱
え
る
国
の
一
つ
で
あ
り
、
我
が
国
独
禁
法
の
母
法
と
も
言
う
べ
き
米
国
反
ト
ラ
ス

ト
法
で
は
、
買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
企
業
結
合
規
制
に
つ
い
て
、
判
例
・
学
説
が
蓄
積
し
て
い
）
14
（
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
米
国
反

ト
ラ
ス
ト
法
の
企
業
結
合
規
制
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
関
す
る
議
論
を
明
ら
か

に
し
（
第
二
章
）、
次
に
、
米
国
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
の
買
手
市
場
支
配
力
の
取
扱
い
に
つ
い
て
分
析
し
た
上
で
（
第
三
章
）、
買

手
市
場
支
配
力
が
判
例
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
を
検
討
す
る
（
第
四
章
）。
そ
し
て
、
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
企
業
結
合
規

制
に
よ
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
五
章
）。



法学政治学論究　第95号（2012.12）

4

二　

買
手
市
場
支
配
力
規
制

㈠　

買
手
独
占
理
論

　

買
手
独
占
の
古
典
的
な
モ
デ
ル
は
ス
テ
ィ
グ
ラ
ー
教
授
が
『
価
格
の
理
論
』
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
）
15
（
る
。
し
か
し
、
買
手
独
占
は
稀

な
現
象
で
あ
る
と
さ
れ
、
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
）
16
（

た
。
一
九
九
一
年
、
ブ
レ
ア
教
授
と
ハ
リ
ソ
ン
教
授
は
、
古
典
的
な
買
手
独
占
の
モ
デ

ル
を
発
展
さ
せ
、
競
争
政
策
に
お
け
る
買
手
独
占
規
制
の
重
要
性
を
示
し
）
17
（
た
。
ブ
レ
ア
教
授
と
ハ
リ
ソ
ン
教
授
が
提
示
し
た
買
手
独
占
理

論
は
、
最
高
裁
も
そ
の
重
要
性
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
）
18
（
る
。

　

買
手
独
占
（m

onopsony

）
は
、
自
己
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
競
争
水
準
以
下
に
購
入
量
を
減
少
さ
せ
、
購
入
価
格
を
競
争
水
準
以
下

に
決
定
す
る
こ
と
で
社
会
厚
生
の
損
失
を
生
じ
さ
せ
）
19
（
る
。
他
方
、
売
手
独
占
は
、
自
己
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
競
争
水
準
以
下
に
販
売
量

を
減
少
さ
せ
、
販
売
価
格
を
競
争
水
準
以
上
に
決
定
す
る
こ
と
で
社
会
厚
生
の
損
失
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
買
手
独
占
と
売
手

独
占
と
は
経
済
分
析
に
お
い
て
「
経
済
的
に
対
称
（econom

ically sym
m
e

）
20
（

trical

）」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
買
手
独
占
者
が
生
産

品
（
以
下
、「
産
出
物
」）
の
市
場
に
お
い
て
も
独
占
的
地
位
を
占
め
て
い
る
場
合
に
は
、
独
占
価
格
が
設
定
さ
れ
、
死
重
損
失
（dead 

w
eight loss

）
が
さ
ら
に
拡
大
す
る
と
さ
れ
）
21
（
る
。
買
手
独
占
は
、
上
流
市
場
か
ら
の
投
入
物
要
素
の
購
入
価
格
を
低
廉
に
す
る
効
果
が
あ

る
が
、
経
済
分
析
に
よ
れ
ば
、
上
流
市
場
で
低
廉
な
価
格
で
購
入
さ
れ
た
も
の
が
、
最
終
消
費
者
に
そ
の
ま
ま
安
価
で
売
ら
れ
る
こ
と
は

稀
で
あ
る
と
さ
れ
）
22
（

る
。
そ
し
て
、
供
給
者
の
平
均
総
費
用
以
下
の
価
格
が
提
示
さ
れ
る
場
合
、
中
長
期
的
に
は
供
給
者
が
市
場
か
ら
退
出

す
る
た
め
、
産
出
量
が
減
る
こ
と
と
な
）
23
（
る
。
ま
た
、
投
入
物
の
価
格
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
価
格
低
下
が
、
効
率
性
に
よ

る
も
の
か
、
買
手
独
占
に
よ
る
も
の
か
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
）
24
（

る
。
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㈡　

買
手
市
場
支
配
力
の
推
定
に
つ
い
て

　

カ
ー
ル
ス
テ
ン
セ
ン
教
授
は
、
売
手
の
結
合
が
も
た
ら
す
反
競
争
効
果
の
お
そ
れ
を
分
析
す
る
た
め
に
高
い
市
場
シ
ェ
ア
が
用
い
ら
れ

て
き
た
の
は
、
買
手
が
供
給
者
を
変
更
す
る
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
売
手
側
の
合
併
の
潜
在
的
な
市
場
支
配
力
を
抑
制
す
る
た
め

で
あ
る
と
し
て
い
）
25
（
る
。
カ
ー
ル
ス
テ
ン
セ
ン
教
授
に
よ
れ
ば
、
買
手
間
の
企
業
結
合
に
よ
り
、
一
〇
―
二
〇
％
の
市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
単
独
効
果
（unilateral effect

）
を
持
ち
得
る
と
指
摘
し
て
い
）
26
（

る
。

　

し
か
し
、
買
手
市
場
支
配
力
に
対
し
て
売
手
の
市
場
支
配
力
と
比
べ
相
対
的
に
低
い
市
場
シ
ェ
ア
で
足
り
る
と
す
る
見
解
は
、
経
済
学

的
証
拠
が
乏
し
い
た
め
、
売
手
と
買
手
の
区
別
な
く
、
買
手
側
の
企
業
結
合
に
関
し
て
は
売
手
側
の
企
業
結
合
と
対
称
的
な
取
扱
い
を
す

る
べ
き
と
の
見
解
も
あ
）
27
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
説
上
、
買
手
市
場
支
配
力
の
推
定
に
関
し
て
は
、
売
手
の
市
場
支
配
力
と
は
異
な
る
推
定
基
準
を
用
い
る
の
か
、
そ

れ
と
も
買
手
と
売
手
の
市
場
支
配
力
を
区
別
な
く
対
称
的
に
捉
え
て
、
同
じ
推
定
基
準
を
用
い
る
の
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
こ
の
点
、

W
eyerhaeuser

事
件
最
高
裁
判
決
で
は
、「
独
占
と
買
手
独
占
と
の
間
の
共
通
性
は
、
同
種
の
法
的
基
準
が
独
占
化
の
請
求
と
買
手
独
占

化
の
請
求
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
し
て
お
り
、
後
者
の
見
解
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
）
28
（

る
。

㈢　

拮
抗
力
（Countervailing Pow

er
）

　

拮
抗
力
と
は
、
競
争
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
取
引
段
階
の
異
な
る
市
場
に
お
け
る
、
集
中
に
よ
り
生
じ
た
力
を
制
限
す
る
こ
と
を
指

す
）
29
（

。
拮
抗
力
は
、
双
方
独
占
（
上
流
市
場
、
下
流
市
場
そ
れ
ぞ
れ
で
市
場
支
配
力
を
有
す
る
事
業
者
が
存
在
し
、
お
互
い
利
益
を
得
る
た
め
に
は
、
上

流
市
場
で
の
独
占
者
と
下
流
市
場
で
独
占
的
な
買
手
が
取
引
き
す
る
必
要
が
あ
る
状
態
）
に
お
い
て
生
じ
）
30
（

る
。
独
占
者
（
あ
る
い
は
買
手
独
占
者
）
に

対
抗
す
る
た
め
、
買
手
間
（
あ
る
い
は
売
手
間
）
で
企
業
結
合
が
行
わ
れ
る
場
合
、
販
売
量
が
増
加
し
、
最
終
製
品
の
販
売
量
も
増
加
す
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る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
消
費
者
厚
生
に
資
す
る
と
し
て
当
該
企
業
結
合
が
許
容
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

1
　
拮
抗
力
に
対
す
る
批
判

　

ア
リ
ー
ダ
教
授
は
、
有
力
な
買
手
が
新
た
に
合
併
す
る
供
給
者
に
対
し
て
、
買
手
の
競
争
事
業
者
よ
り
も
低
い
値
段
で
販
売
す
る
よ
う

に
要
求
し
、
買
手
の
競
争
事
業
者
の
費
用
を
引
き
上
げ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
拮
抗
力
に
よ
る
抗
弁
に
反
対
し
て
い
）
31
（
る
。
そ
し
て
、

ホ
ー
ベ
ン
カ
ン
プ
教
授
は
、
合
併
規
制
に
お
け
る
拮
抗
力
に
よ
る
抗
弁
に
つ
い
て
、
投
入
物
を
購
入
す
る
事
業
者
間
の
合
併
に
よ
り
独
占

に
至
れ
ば
、
最
終
製
品
市
場
で
の
独
占
に
繫
が
る
と
し
て
、
拮
抗
力
に
よ
る
抗
弁
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
）
32
（
る
。
ま
た
、
拮
抗
力

は
、
供
給
者
で
あ
る
売
手
と
消
費
者
で
あ
る
買
手
が
共
同
利
潤
を
分
配
す
る
誘
因
が
働
く
こ
と
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
）
33
（

る
。
各
州
の
検

事
総
長
（Attorney G

eneral
）
が
職
責
を
果
た
し
、
高
い
法
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
補
助
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
たN

ational 

Associ ation of Attorneys G
eneral

が
一
九
九
三
年
に
発
行
し
たM

erger G
uidelines

で
も
、
供
給
者
と
買
手
と
の
利
潤
の
分
配
が

懸
念
さ
れ
て
い
）
34
（
る
。

2
　
拮
抗
力
に
対
す
る
肯
定
論

　

ア
リ
ー
ダ
教
授
の
主
張
に
対
し
て
は
、
ラ
イ
バ
ル
事
業
者
の
費
用
を
引
上
げ
る
行
為
は
、
合
併
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
合
併
後

に
行
な
わ
れ
た
独
立
し
た
行
為
と
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
違
法
と
な
る
と
再
反
論
さ
れ
て
い
）
35
（

る
。
ま
た
、
ホ
ー
ベ
ン
カ
ン
プ
教
授
の
主

張
に
対
し
て
は
、
拮
抗
力
が
抗
弁
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
投
入
物
の
販
売
者
の
合
併
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
、
最
終
製
品
市
場

に
お
け
る
競
争
法
上
の
問
題
は
、
有
力
な
買
手
が
、
有
力
な
売
手
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
拮
抗
力
に
対
す
る
批
判
に
当
た
ら
な
い
と
の

指
摘
が
あ
）
36
（

る
。
供
給
者
と
買
手
と
の
間
の
共
同
利
潤
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
追
加
的
な
産
出
量
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
社
会
厚
生
が
増
大
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
売
市
場
の
高
い
競
争
性
と
買
手
市
場
支
配
力
を
回
避
す
る
供
給

者
の
利
潤
最
大
化
行
動
に
よ
り
産
出
物
価
格
が
低
下
す
る
と
し
て
、
拮
抗
力
を
支
持
す
る
見
解
が
あ
）
37
（

る
。
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三　

水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

拮
抗
力
に
つ
い
て
は
、
二
㈢
で
見
て
き
た
よ
う
に
賛
否
両
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
拮
抗
力
の
抗
弁
は
、「
有
力
な
買
手

の
抗
弁
」
と
し
て
企
業
結
合
の
判
例
で
用
い
ら
れ
て
き
て
お
り
、
買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
議
論
の
進
展
と
と
も
に
、
競
争
当
局
の
執

行
方
針
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
買
手
市
場
支
配
力

に
関
す
る
競
争
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
以
降
、
裁
判
所
に
も
徐
々
に
買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
）
38
（
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
一
九
九
七
年
に
効
率
性
の
部
分
を
改
訂
）
と
、
二
〇
一
〇
年
水

平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
競
争
当
局
に
お
い
て
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

か
を
検
討
す
）
39
（
る
。

㈠　

一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
買
手
独
占
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
。
一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ

れ
ば
、「
市
場
支
配
力
は
、
単
独
の
買
手
（
買
手
独
占
者
）、
複
数
の
買
手
の
調
整
グ
ル
ー
プ
又
は
買
手
独
占
者
で
は
な
い
単
独
の
買
手
が

競
争
価
格
以
下
の
水
準
ま
で
製
品
に
支
払
わ
れ
る
価
格
を
引
き
下
げ
、
そ
れ
に
よ
り
産
出
量
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
能
力
も
含
む
。
買

手
に
よ
る
市
場
支
配
力
の
行
使
（「
買
手
独
占
力
」）
は
、
売
手
に
よ
る
市
場
支
配
力
の
行
使
に
伴
う
反
競
争
効
果
に
相
当
す
る
反
競
争
効

果
を
生
ず
る
。
潜
在
的
な
買
手
独
占
の
懸
念
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
競
争
当
局
は
、
こ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
枠
組
み
に
類
似
し
た

分
析
枠
組
み
を
適
用
す
る
」
と
し
て
い
）
40
（

る
。
一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
買
手
市
場
支
配
力
を
買
手
独
占
と
捉
え
て
、

売
手
に
よ
る
市
場
支
配
力
の
行
使
と
類
似
し
た
分
析
枠
組
み
を
買
手
に
よ
る
市
場
支
配
力
の
行
使
に
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
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㈡　

二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

二
〇
一
〇
年
に
改
定
さ
れ
た
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、「
競
合
す
る
売
手
間
の
合
併
が
売
手
側
の
市
場
支
配
力
を
高
め
る
の
と

同
様
に
、
競
合
す
る
買
手
間
の
合
併
は
、
買
手
側
の
市
場
の
市
場
支
配
力
を
高
め
得
る
。
買
手
の
市
場
支
配
力
は
、
時
に
買
手
独
占
力
と

呼
ば
れ
る
」
と
し
て
、
買
手
独
占
力
に
言
及
し
て
い
）
41
（
る
。
そ
し
て
、「
買
手
側
の
市
場
に
お
い
て
市
場
支
配
力
を
高
め
る
可
能
性
が
あ
る

か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
に
、
競
争
当
局
は
売
手
側
の
市
場
支
配
力
を
高
め
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
枠
組
み
を
主
と

し
て
用
い
る
。
関
連
市
場
の
画
定
に
お
い
て
、
競
争
当
局
は
、
仮
想
的
な
買
手
独
占
者
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
価
格
の
減
少
に
売
手
が
直
面

し
た
場
合
、
代
替
的
な
取
引
先
が
存
在
す
る
か
に
焦
点
を
当
て
る
。
…
…
競
争
当
局
は
、
短
期
的
な
購
入
量
の
減
少
を
合
併
に
よ
り
買
手

市
場
支
配
力
を
高
め
る
唯
一
又
は
一
番
の
指
標
と
し
て
判
断
し
な
い
。
ま
た
、
競
争
当
局
は
、
完
全
に
、
あ
る
い
は
、
何
よ
り
ま
ず
、
合

併
当
事
者
が
販
売
す
る
下
流
市
場
の
効
果
を
根
拠
に
、
競
争
す
る
買
手
間
の
合
併
の
競
争
効
果
（com

petitive effects

）
を
評
価
も
し
な

い
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
流
れ
を
踏
襲
し
、
売
手
と
買
手

の
区
別
な
く
同
種
の
枠
組
み
を
用
い
る
と
し
た
上
で
、
関
連
市
場
の
画
定
の
際
に
、
売
手
に
代
替
的
な
取
引
先
と
な
る
買
手
が
存
在
す
る

の
か
を
重
視
す
る
こ
と
、
買
手
間
の
合
併
に
よ
る
下
流
市
場
で
の
競
争
効
果
に
つ
い
て
は
評
価
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
有
力
な
買
手
（pow

erful buyer
）」
の
抗
弁
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
有
力
な
買
手
は
、
多
く
の
場
合
、
供
給
業
者
に
対
し
て
、
有
利
な
契
約
条
件
で
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
条
件
は
、

供
給
を
受
け
て
い
る
こ
れ
ら
の
買
手
の
低
コ
ス
ト
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
買
手
に
有
利
な
価
格
差
別
を
反
映
し
て
い
る
可

能
性
も
あ
る
。
競
争
当
局
は
、
有
力
な
買
手
が
、
企
業
結
合
当
事
者
の
価
格
の
引
上
げ
の
能
力
を
制
限
す
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
考

慮
す
る
。
例
え
ば
、
仮
に
有
力
な
買
手
が
上
流
市
場
を
垂
直
統
合
す
る
、
あ
る
い
は
新
規
参
入
を
後
押
し
す
る
能
力
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
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を
有
す
る
場
合
、
又
は
、
大
規
模
な
買
手
の
行
為
又
は
存
在
が
協
調
効
果
を
弱
め
る
場
合
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
得
る
」
と
し
て

い
）
42
（

る
。
し
か
し
、
有
利
な
契
約
条
件
で
交
渉
で
き
る
買
手
で
さ
え
、
合
併
当
事
者
の
市
場
支
配
力
の
増
加
に
よ
り
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
有
力
な
買
手
の
存
在
の
み
で
は
合
併
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
反
競
争
効
果
を
未
然
に
防
ぐ
と
推
定
し
な
い
と
し
て
い
る）
43
（

。

　

二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、「
有
力
な
買
手
」
が
、「
有
利
な
契
約
条
件
で
交
渉
で
き
る
」
と
言
及
し
て
お
り
、
買
手

市
場
支
配
力
の
第
二
の
意
義
と
し
て
の
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
と
そ
の
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
水
平
的
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
有
力
な
買
手
が
、
企
業
結
合
当
事
者
の
価
格
の
引
上
げ
の
能
力
を
制
限
す
る
場
合
と
し
て
、

（
１
）
上
流
市
場
を
垂
直
統
合
す
る
場
合
、（
２
）
新
規
参
入
を
後
押
し
す
る
能
力
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
場
合
、（
３
）
大
規
模

な
買
手
の
行
為
又
は
存
在
が
協
調
効
果
を
弱
め
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

四　

買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
事
例

　

米
国
で
は
、
企
業
結
合
規
制
に
お
い
て
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
の
目
的
は
、
反

競
争
的
な
企
業
結
合
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
り
競
争
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
は
、
合
併
及
び
株
式
・
資
産
取
得
で
あ

る
買
収
を
規
制
対
象
と
し
、
問
題
と
な
る
一
連
の
通
商
又
は
通
商
に
影
響
を
及
ぼ
す
活
動
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
競
争
を
実
質
的
に
減

殺
す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
独
占
を
形
成
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
時
は
、
か
か
る
買
収
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、

ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
が
適
用
さ
れ
た
買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
企
業
結
合
事
例
を
検
討
し
て
い
く
。
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㈠　

初
期
の
事
例

1
　Consolidated Foods

事
件

　

ま
ず
、Consolidated Foods

事
件
最
高
裁
判
決
（
一
九
六
五
）
44
（

年
）
で
は
、
食
品
製
造
・
販
売
業
者
で
あ
るConsolidated Foods

が
、

乾
燥
タ
マ
ネ
ギ
と
乾
燥
ニ
ン
ニ
ク
を
主
に
製
造
す
る
食
品
製
造
業
者G

entry

を
買
収
し
た
こ
と
に
よ
り
、
乾
燥
タ
マ
ネ
ギ
及
び
乾
燥
ニ

ン
ニ
ク
市
場
の
競
争
を
減
殺
し
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。G

entry

は
、Consolidated Foods

に
買
収

さ
れ
る
直
前
の
一
九
五
〇
年
に
、
乾
燥
タ
マ
ネ
ギ
と
乾
燥
ニ
ン
ニ
ク
の
総
販
売
の
三
二
％
の
シ
ェ
ア
を
有
し
て
い
た
。
主
要
な
競
争
者
で

あ
るBasic Vegetable Products
を
加
え
る
と
、
産
業
全
体
の
売
上
の
お
よ
そ
九
〇
％
を
占
め
て
い
た
。

　

Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
当
該
買
収
に
よ
り
、
買
手
事
業
者
ら
が
相
互
的
な
購
入
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
乾
燥
タ
マ
ネ
ギ
及
び
乾
燥
ニ
ン
ニ
ク
に

関
す
る
市
場
に
お
い
て
実
質
的
な
市
場
シ
ェ
ア
を
得
る
こ
と
で
、
囲
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
力
を
獲
得
し
、
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る

と
し
て
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
決
定
を
下
し
た
。
し
か
し
、
第
七
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
合
併
後
の
証
拠
を
重
視
し
、

乾
燥
タ
マ
ネ
ギ
に
つ
い
て
七
％
の
シ
ェ
ア
の
増
加
が
あ
る
一
方
で
、
乾
燥
ニ
ン
ニ
ク
の
市
場
シ
ェ
ア
が
一
二
％
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
相

互
的
な
購
入
の
試
み
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
が
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
可
能
性
を
立
証
で
き
て
い
な
い
と

し
て
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
決
定
を
取
り
消
し
た
。
当
該
事
件
は
、
最
高
裁
に
裁
量
上
訴
さ
れ
た
。

　

最
高
裁
は
、
乾
燥
タ
マ
ネ
ギ
及
び
乾
燥
ニ
ン
ニ
ク
の
製
造
業
者
を
買
収
し
た
食
品
製
造
・
販
売
業
者
は
、
他
の
事
業
者
と
の
取
引
に
お

い
て
相
互
取
引
を
試
み
、
多
数
の
買
手
が
、
供
給
源
で
あ
る
市
場
シ
ェ
ア
九
〇
％
を
占
め
る
主
要
な
二
事
業
者
か
ら
購
入
す
る
方
針
が
う

ま
く
守
ら
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
い
う
証
拠
は
、
当
該
買
収
に
よ
り
食
料
販
売
業
者
が
相
互
に
購
入
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
ク
レ
イ
ト

ン
法
七
条
違
反
と
な
る
と
い
う
Ｆ
Ｔ
Ｃ
決
定
の
結
論
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
控
訴
審
判
決
を
覆
し
）
45
（

た
。

　

本
件
は
、
買
手
が
売
手
を
垂
直
統
合
し
た
垂
直
型
企
業
結
合
で
あ
る
が
、
最
高
裁
は
厳
し
い
態
度
で
規
制
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
伺 
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え
る
。

2
　V

on

’s Grocery

事
件

　

Von
’s G

rocery

事
件
最
高
裁
判
決
（
一
九
六
六
）
46
（

年
）
で
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
大
規
模
食
料
雑
貨
小
売
業
者
二
社

に
よ
る
企
業
結
合
が
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
し
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
関
連
市
場
で
あ
る
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
地
域
の
食
料
雑
貨
店
市
場
に
お
い
て
、
一
九
五
八
年
にVon

’s G
rocery

は
第
三
位
で
、Shopping Bag

は
、
第
六
位
に
位
置
し
て

い
た
。
司
法
省
は
、
一
九
六
〇
年
三
月
二
五
日
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
南
部
地
区
連
邦
地
裁
に
訴
訟
を
提
起
し
た
。
司
法
省
は
、
当
該
合
併

の
仮
差
止
命
令
を
申
立
て
た
が
、
地
裁
は
、
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
し
、
独
占
状
態
を
生
じ
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
い
う
合

理
的
な
可
能
性
は
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
司
法
省
は
、
最
高
裁
に
直
接
上
訴
（direct appeal

）
を
行
っ
た
。

　

最
高
裁
は
、
一
九
六
〇
年
、Von
’s G

rocery

とShopping Bag

の
販
売
額
の
合
計
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
お
け
る
食
料
雑
貨
店
の
合
計

販
売
額
の
七
・
五
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
、
食
料
雑
貨
販
売
事
業
は
、
徐
々
に
数
少
な
い
経
営
者
の
手
の
下
に
集
中
し
て
い
く
一
方
で
、

同
時
期
に
、
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
六
二
年
に
お
い
て
、
二
以
上
の
食
料
雑
貨
店
の
チ
ェ
ー
ン
店
の
数
は
、
九
六
か
ら
一
五
〇
に
増
加
し

た
こ
と
、
さ
ら
に
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
食
料
雑
貨
市
場
に
お
け
る
企
業
結
合
は
、
当
該
合
併
後
に
急
速
に
進
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
の
事
実

か
ら
、Von

’s G
rocery

とShopping Bag

の
合
併
は
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
結
論
付
け
、
地
裁
判
決
を
覆
し
た
。

　

最
高
裁
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
食
糧
雑
貨
店
の
売
上
の
七
・
五
％
し
か
占
め
て
い
な
い
二
つ
の
食
料
雑
貨
店
の
合
併
を
禁
止
し
て
い
る

が
、
当
時
一
五
〇
の
チ
ェ
ー
ン
店
が
存
在
し
て
お
り
、
競
争
を
維
持
す
る
に
は
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
47
（

る
。Von

’s G
rocery

事
件
で

反
対
意
見
を
述
べ
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
は
、「
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
基
づ
く
訴
訟
に
お
い
て
、
私
が
見
出
せ
る
唯
一
の
一
貫
性
は
、

規
制
当
局
が
常
に
勝
訴
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
）
48
（
る
。

3
　R

ice Grow
ers A

ss

’n of California

事
件

　

Rice G
row
ers Ass

’n of California

事
件
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
東
部
地
区
連
邦
地
裁
判
決
（
一
九
八
六
）
49
（
年
）
で
は
、
水
稲
の
購
入
又
は
精



法学政治学論究　第95号（2012.12）

12

米
等
を
営
む
事
業
者
間
の
企
業
結
合
が
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
水
稲
の
購
入
又
は
精
米
に
関
す
る
取
得
に
関
す
る
市
場
の
競
争
を

実
質
的
に
減
殺
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
被
告Rice G

row
ers Association of California

（
Ｒ
Ｇ
Ａ
）
は
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
米

の
買
入
れ
、
精
米
、
販
売
を
行
う
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
農
業
協
同
組
合
で
あ
り
、
州
際
通
商
及
び
海
外
取
引
も
行
っ
て
い
る
。
同
じ
く
被

告Pacific International Rice M
ills, Inc. 

（
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｍ
Ｉ
）
は
、
ウ
ッ
ド
ラ
ン
ド
と
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
、
米
の
買
入
れ
、
精
米
、
販

売
を
行
う
事
業
者
で
あ
り
、
州
際
通
商
を
行
っ
て
い
た
。
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｍ
Ｉ
は
、
Ｒ
Ｇ
Ａ
と
の
売
買
契
約
に
よ
り
Ｒ
Ｇ
Ａ
の
完
全
所
有
の
子
会

社
と
な
っ
た
。
米
国
司
法
省
は
、
一
九
八
四
年
八
月
一
九
日
、
Ｒ
Ｇ
Ａ
に
よ
る
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
精
米
工
場
施
設
な
ど
を
買
収
す
る
こ
と
で
、

ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
仮
差
止
を
申
立
て
た
。

　

裁
判
所
は
、
米
国
司
法
省
が
主
張
す
る
関
連
市
場
の
う
ち
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
の
水
稲
の
購
入
又
は
精
米
に
関
す
る
取
得
に
関
す
る

市
場
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
米
農
家
は
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
精
米
工
場
が
精
米
さ
れ
て
い
な
い
水
稲
に
支
払
わ

れ
る
報
酬
を
引
下
げ
よ
う
と
し
た
場
合
、
代
替
と
な
る
適
切
な
購
入
者
が
存
在
し
な
い
と
し
た
。
当
該
買
収
に
よ
り
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア

で
の
水
稲
の
購
入
に
関
す
る
取
得
に
関
す
る
市
場
に
お
い
て
、
Ｒ
Ｇ
Ａ
と
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
合
計
シ
ェ
ア
は
、
一
九
八
〇
―
八
一
年
で
は
六

六
％
、
一
九
八
一
―
八
二
年
で
は
五
九
％
、
一
九
八
二
―
八
三
年
で
は
六
一
％
で
あ
っ
た
。
一
九
八
三
―
八
四
年
で
の
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア

の
水
稲
の
購
入
に
基
づ
け
ば
、
Ｒ
Ｇ
Ａ
が
四
七
％
、Farm

ers Rice Cooperative

が
二
七
％
、
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｍ
Ｉ
が
一
七
％
、Com

et Rice 

M
ills

が
七
％
で
あ
り
、
Ｒ
Ｇ
Ａ
と
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
合
計
シ
ェ
ア
は
、
六
四
％
で
あ
っ
た
。
一
九
八
二
―
八
三
年
の
シ
ェ
ア
を
用
い
た
市

場
集
中
度
を
示
す
ハ
ー
フ
ィ
ン
ダ
ー
ル
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
指
数
（
以
下
、「
Ｈ
Ｈ
）
50
（

Ｉ
」）
は
、
合
併
前
で
二
、
四
九
〇
、
合
併
後
で
三
、
七

八
〇
と
な
り
、
高
い
数
値
を
示
し
た
。
当
該
買
収
に
よ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
の
水
稲
の
購
入
に
関
す
る
市
場
は
、
集
中
度
が
高
ま
り
、

上
位
四
社
で
九
五
％
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
新
規
参
入
に
か
か
る
時
間
の
長
さ
や
新
工
場
設
立
の
支
出
額
を
考
え
る
と
新
規

参
入
の
可
能
性
が
低
い
と
し
た
。
Ｒ
Ｇ
Ａ
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
買
収
の
動
機
は
、
さ
ら
に
競
争
的
に
な
る
た
め
、
最
低
コ
ス
ト
で
Ｒ
Ｇ
Ａ

の
運
営
を
近
代
化
す
る
た
め
だ
け
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
一
見
、
興
味
深
い
が
、
無
害
な
動
機
の
み
で
は
、
当
該
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買
収
の
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
の
違
法
か
ら
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
最
終
的
に
事
業
分
割
が
適
切
な
法
的
救
済
で
あ
る
と
し
た
。

　
Rice G

row
ers

事
件
で
は
、
買
手
独
占
と
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
代
替
的
な
購
入
者
が
存
在
せ
ず
、
農
家
に
支
払

わ
れ
る
報
酬
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
買
手
独
占
に
着
目
し
た
企
業
結
合
規
制
が
行
わ
れ
て
い
）
51
（
る
。
Ｒ
Ｇ
Ａ
に
よ
る
効
率
性
に
関
す
る

主
張
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
動
機
が
効
率
性
達
成
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

4
　Syufy

事
件

　

Syufy

事
件
第
九
巡
回
区
控
訴
審
判
決
（
一
九
九
〇
）
52
（

年
）
で
は
、
司
法
省
は
、
買
手
独
占
の
請
求
を
行
っ
た
が
、
裁
判
所
に
よ
り
退
け

ら
れ
て
い
る
。
司
法
省
は
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
に
お
い
て
映
画
館
を
営
む
被
告Syufy

が
競
争
事
業
者
三
社
を
相
次
い
で
買
収
し
、
ラ
ス
ベ
ガ

ス
の
封
切
り
映
画
の
排
他
的
上
映
権
（exclusive exhibition rights

）
の
九
一
％
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
封
切
り
映
画

に
関
す
る
市
場
に
お
い
て
映
画
配
給
事
業
者
を
害
す
る
買
手
独
占
を
も
た
ら
し
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
に
違
反
し
、
競
争
を
実
質
的
に
減
殺

し
て
い
る
と
し
て
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。

　

Syufy

は
、
一
九
八
一
年
に
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
映
画
館
の
市
場
に
参
入
し
た
。
競
争
事
業
者
と
の
激
し
い
競
争
の
後
、
全
国
的
に
メ

ジ
ャ
ー
な
映
画
館
だ
が
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
で
は
大
き
な
シ
ェ
ア
を
獲
得
し
て
い
な
か
っ
たM

ann Theatres

とPlitt Theatres

は
、Syufy

に
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
映
画
館
事
業
を
売
却
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
さ
ら
に
、Syufy

は
、
残
っ
た
最
大
の
競
争
者
で
あ
るCragin 

Industries

と
交
渉
し
、Cargin Industries

が
、Syufy

に
売
却
し
た
こ
と
で
、
小
規
模
な
封
切
り
後
の
映
画
上
映
を
主
体
と
す
る

Roberts Com
pany

が
ラ
ス
ベ
ガ
ス
で
唯
一
の
封
切
り
映
画
館
の
競
争
者
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
該
買
収
後
、
主
要
な
映
画
配
給
事

業
者O
rion

は
、Syufy

と
の
取
引
き
を
取
り
や
め
、
封
切
映
画
の
す
べ
て
をRoberts Com

pany

に
販
売
し
は
じ
め
た
。Syufy

事
件

の
特
徴
的
な
点
は
、
訴
え
ら
れ
て
い
る
独
占
者
が
地
域
的
な
事
業
者
で
あ
り
、
そ
の
被
害
を
被
っ
て
い
る
の
が
、
全
国
的
な
大
企
業
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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司
法
省
は
、
当
初
映
画
フ
ァ
ン
に
対
す
る
市
場
支
配
力
を
問
題
と
し
て
い
た
が
、
審
理
後
の
準
備
書
面
に
お
い
て
、Syufy

は
市
場
支

配
力
を
有
す
る
が
、
映
画
フ
ァ
ン
に
対
し
て
で
は
な
く
、
映
画
配
給
事
業
者
に
市
場
支
配
力
を
行
使
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

　

カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
北
部
地
区
連
邦
地
裁
は
、
関
連
市
場
を
よ
り
広
く
捉
え
、
封
切
映
画
だ
け
で
な
く
、
ホ
ー
ム
・
ビ
デ
オ
、
ケ
ー
ブ

ル
・
テ
レ
ビ
、
有
料
テ
レ
ビ
を
含
む
た
め
参
入
障
壁
が
な
く
、Syufy

は
、
映
画
フ
ァ
ン
に
対
し
て
も
映
画
配
給
事
業
者
に
対
し
て
も
市

場
支
配
力
を
有
さ
な
い
と
判
示
し
た
。

　

第
九
巡
回
区
控
訴
審
は
、
市
場
画
定
に
関
し
て
、
司
法
省
の
意
見
に
同
意
す
る
と
し
て
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
封
切
り
映
画
館
と
し
た
が
、

重
要
な
の
は
市
場
シ
ェ
ア
で
は
な
く
、
市
場
シ
ェ
ア
を
維
持
す
る
能
力
で
あ
る
と
し
た
。
当
該
買
収
後
に
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
封
切
り
映
画
市

場
は
さ
ら
に
競
争
的
に
な
り
、
一
九
八
五
年
に
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
封
切
り
映
画
の
九
一
％
の
排
他
的
上
映
権
を
有
し
て
い
た
が
、
一
九
八
八

年
の
第
１
四
半
期
に
は
、
三
九
％
に
落
ち
、Roberts Com

pany

か
ら
映
画
館
を
購
入
し
たU

nited Artists

が
二
五
％
を
保
有
し
、
残

る
三
六
％
をSyufy

とU
nited Artists

の
双
方
が
上
映
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
八
五
年
にSyufy

は
、
封
切
り
映
画
か
ら
九
三
％
の

チ
ケ
ッ
ト
売
上
高
を
得
て
い
た
が
、
一
九
八
八
年
の
第
１
四
半
期
に
は
、
七
五
％
ま
で
落
ち
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
司
法
省
も
認
め
る
よ

う
に
参
入
障
壁
が
な
く
、
競
争
的
な
市
場
で
は
競
争
事
業
者
を
買
収
す
る
こ
と
は
単
に
許
容
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
市
場
の
安
定
性
に
寄

与
し
、
資
源
の
効
率
的
な
配
分
を
促
進
す
る
と
し
て
、
最
終
的
にSyufy

が
供
給
者
に
対
す
る
市
場
支
配
力
が
な
い
と
し
た
地
裁
判
決
を

覆
す
根
拠
は
な
い
と
し
た
。

　

Syufy

事
件
に
お
い
て
、
司
法
省
の
買
手
独
占
に
関
す
る
主
張
は
斥
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
主
な
理
由
の
一

つ
は
、
司
法
省
が
買
手
独
占
の
主
張
を
審
理
中
で
行
な
う
こ
と
が
出
来
ず
、
市
場
画
定
が
被
告
に
有
利
に
な
り
は
じ
め
た
最
後
の
段
階
で

買
手
独
占
の
主
張
に
変
更
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
）
53
（
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
初
期
の
段
階
で
は
、
買
手
側
の
市
場
支
配
力
を
増
加
さ
せ
る
水
平
合
併
に
つ
い
て
、
厳
格
な
態
度
で
規

制
に
臨
ん
で
い
）
54
（
る
。Syufy

事
件
で
は
、
消
費
者
で
あ
る
映
画
フ
ァ
ン
に
影
響
が
な
い
と
し
て
司
法
省
の
買
手
独
占
の
請
求
が
斥
け
ら
れ
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て
お
り
、Syufy

事
件
第
九
巡
回
区
控
訴
審
は
、
買
手
独
占
の
請
求
に
消
費
者
へ
の
影
響
を
必
要
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

㈡　

一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
後
の
事
例

1
　Staples

事
件

　

ま
ず
、Staples
事
件
連
邦
地
裁
判
決
（
一
九
九
七
）
55
（
年
）
で
は
、
事
務
用
品
に
関
す
る
大
規
模
小
売
業
間
の
合
併
が
な
さ
れ
た
が
、
買
手

側
で
は
な
く
、
売
手
側
の
市
場
に
着
目
さ
れ
た
規
制
が
行
な
わ
れ
た
。

　

一
九
九
六
年
、
事
務
用
品
市
場
に
お
い
て
、Staples

は
米
国
二
位
、O

ffice D
epot

は
米
国
一
位
の
事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア

（office supply superstores
）
で
あ
る
。Staples

とO
ffice D

epot

と
の
企
業
結
合
に
よ
り
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
こ
と
と
な
り
ク

レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。Staples

とO
ffice D

epot

は
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
日
、
事
前
届
出
を
行

な
っ
た
（
以
下
、Staples

とO
ffice D

epot
を
「
被
告
ら
」
と
い
う
）。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、Staples

に
よ
るO

ffice D
epot

の
買
収
を
差
し
止
め
る

た
め
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
一
三
（
ｂ
）
条
に
従
い
暫
定
的
差
止
命
令
を
出
し
た
。Staples

事
件
の
主
な
争
点
の
一
つ
は
、
市
場
画
定
で
あ
っ
た
。

地
理
的
市
場
は
、
消
費
者
が
実
質
的
に
製
品
の
代
替
的
な
供
給
先
に
移
行
し
得
る
、
そ
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
訴
訟
の
被
告
が
競
争
に
直

面
す
る
地
理
的
範
囲
で
あ
る
と
さ
れ
）
56
（

る
。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
四
二
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
地
域
を
地
理
的
市
場
と
画
定
し
た
。
被
告
ら
は
、
Ｆ
Ｔ

Ｃ
の
地
理
的
市
場
に
つ
い
て
は
争
っ
て
い
な
い
。

　

他
方
、
被
告
ら
は
、
製
品
市
場
に
つ
い
て
争
っ
て
い
る
。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
こ
の
市
場
に
対
す
る
業
界
の
認
識
、
ス
ー
パ
ー
・
ス
ト
ア
・

チ
ェ
ー
ン
の
特
殊
な
性
格
、
そ
し
て
、
特
に
、
価
格
動
向
に
関
す
る
証
拠
に
着
目
し
、
製
品
市
場
を
、
事
務
用
品
全
体
の
販
売
で
は
な
く
、

事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
を
通
じ
た
消
耗
事
務
用
品
（consum

able office supplies

）
で
あ
る
と
し
た
。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

消
耗
事
務
用
品
と
は
、
消
費
者
が
頻
繁
に
購
入
し
、
消
耗
し
、
廃
棄
す
る
商
品
と
さ
れ
る
。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
地
理
的
市
場
ご
と
のStaples

の
価
格
設
定
を
比
較
し
た
「
価
格
証
拠
」
を
提
出
し
た
。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
価
格
証
拠
に
よ
れ
ば
、Staples

の
価
格
設
定
は
、
競
争
者
が
存
在
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し
な
い
地
理
的
市
場
で
は
、O

ffice D
epot

やO
ffice M

ax

と
競
争
し
て
い
る
地
理
的
市
場
よ
り
も
一
三
％
高
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
製
品
市
場
に
つ
い
て
は
、
法
や
事
実
に
基
づ
か
な
い
、
不
自
然
な
市
場
画
定
で
あ
る
と
批
判
し
、
適
切

な
製
品
市
場
は
、
事
務
用
品
全
体
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

仮
に
製
品
市
場
が
事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
を
通
じ
た
消
耗
事
務
用
品
の
販
売
市
場
で
あ
る
と
画
定
さ
れ
れ
ば
、Staples

と

O
ffice D

epot
の
合
計
シ
ェ
ア
は
、
一
五
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
地
域
で
一
〇
〇
％
、
二
七
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
地
域
で
、
四
五
―
九
四
％

の
シ
ェ
ア
と
な
る
。
そ
し
て
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
は
、
合
併
前
で
さ
え
、
ミ
シ
ガ
ン
州
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
、
マ
ス
キ
ー
ゴ
ン
、
ホ
ラ
ン
ド
で
は

三
、
五
九
七
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
六
、
九
四
四
、
合
併
後
で
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
カ
ラ
マ
ズ
ー
、
バ
ト
ル
ク
リ
ー
ク
で
は
五
、
〇
〇
三
、

そ
し
て
多
く
の
地
区
で
一
〇
、
〇
〇
〇
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
の
増
加
分
の
平
均
も
二
、
七
一
五
と
い
う
値
に
な
り
、
非
常
に
集
中
度
が
高
い
市
場
と

な
る
。
一
方
、
被
告
ら
の
主
張
す
る
事
務
用
品
全
体
の
販
売
市
場
で
あ
る
と
画
定
さ
れ
れ
ば
、
一
九
九
六
年
時
の
北
ア
メ
リ
カ
で
五
・
五

％
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

連
邦
地
裁
は
、
ま
ず
地
理
的
市
場
に
つ
い
て
、
両
当
事
者
と
も
争
い
が
な
い
と
し
て
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
地
域
を
認
定
し
た
。
製
品
市
場

に
つ
い
て
は
、
合
理
的
な
消
費
者
の
利
用
に
関
す
る
互
換
性
又
は
製
品
そ
れ
自
体
と
そ
の
代
替
製
品
と
間
の
需
要
の
交
差
弾
力
性
に
よ
り

決
定
さ
れ
る
製
品
市
場
の
境
界
で
あ
る
と
さ
れ
）
57
（

る
。
ま
た
、
広
い
市
場
内
に
、
適
切
に
画
定
さ
れ
た
二
次
市
場
が
存
在
し
得
）
58
（

る
。
裁
判
所

は
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
提
出
し
た
証
拠
に
よ
り
、
事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
の
価
格
が
、W

al-M
art

、Km
art

、Target

な
ど
の
事
務
用
品

ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
で
は
な
い
大
型
小
売
店
で
は
な
く
、
主
に
事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
に
よ
り
影
響
さ
れ
て
お
り
、
事
務
用
品
ス
ー

パ
ー
ス
ト
ア
を
通
じ
た
消
耗
事
務
用
品
の
販
売
市
場
が
市
場
画
定
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
し
た
。

　

水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
新
規
参
入
の
可
能
性
は
、
反
競
争
効
果
の
懸
念
を
緩
和
し
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

Staples

は
、
事
務
用
品
全
体
の
販
売
の
急
激
な
拡
大
が
新
規
参
入
を
促
進
し
続
け
て
い
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、

事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
に
関
し
て
は
、
事
業
者
が
市
場
か
ら
退
出
す
る
傾
向
に
あ
り
、
埋
没
費
用
も
高
い
た
め
、
容
易
に
新
規
参
入
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で
き
な
い
と
し
て
、
被
告
ら
の
主
張
を
斥
け
た
。
ま
た
、
被
告
ら
は
、
効
率
性
の
抗
弁
に
関
し
て
、
当
該
合
併
に
よ
り
競
争
す
る
能
力
と

動
機
が
高
ま
り
、
低
価
格
と
質
や
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
新
製
品
の
開
発
に
繫
が
り
、
五
年
間
で
四
九
―
六
五
億
ド
ル
の
コ
ス
ト
削
減
を
生

じ
得
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
被
告
ら
の
主
張
す
る
コ
ス
ト
削
減
は
、
過
大
に
計
上
さ
れ
て
お
り
、
コ
ス
ト
削
減
の
大
部

分
が
証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
コ
ス
ト
削
減
の
計
算
式
に
つ
い
て
も
説
明
で
き
て
い
な
い
、
と
し
て
被
告
ら
の
主
張
を
斥
け
）
59
（
た
。

　

最
終
的
に
、
連
邦
地
裁
は
、
事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
が
実
際
に
外
観
、
物
理
的
規
模
、
形
式
、
数
、
様
々
な
最
小
在
庫
管
理
単
位

や
目
標
と
し
て
商
品
を
提
供
す
る
顧
客
の
類
型
も
他
の
事
務
用
品
の
売
手
と
は
か
な
り
異
な
る
と
し
）
60
（
た
。
そ
し
て
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
が
「
競
争
を

実
質
的
に
阻
害
す
る
合
理
的
な
蓋
然
性
」
を
証
明
し
た
と
し
て
、Staples

とO
ffice D

epot

の
合
併
が
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
こ

と
と
な
り
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
一
三
（
ｂ
）
条
に
基
づ
き
予
備
的
差
止
の
申
立
て
を
認
め
）
61
（
た
。

　

Staples

事
件
で
重
要
な
点
は
、「
価
格
証
拠
」
を
認
め
た
点
に
あ
る
。
事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
が
、
一
箇
所
で
様
々
な
も
の
が
購

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
し
て
消
費
者
か
ら
好
ま
れ
て
お
り
、Staples

の
価
格
設
定
は
、
競
争
者

が
存
在
し
な
い
地
理
的
市
場
で
は
、O
ffice D

epot

やO
ffice M

ax

と
競
争
し
て
い
る
地
理
的
市
場
よ
り
も
高
い
こ
と
が
認
定
さ
れ
て

い
）
62
（
る
。
こ
の
よ
う
な
市
場
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
自
身
が
文
書
に
お
い
て
認
識
し
て
お
り
、
競
合
す
る
事
務
用
品

ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
の
価
格
を
調
査
し
て
い
る
こ
と
か
ら
裏
付
け
さ
れ
て
い
）
63
（

る
。

　

Staples

事
件
で
は
、
消
費
者
に
対
す
る
売
手
と
し
て
の
事
務
用
品
ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
の
側
面
に
つ
い
て
の
み
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

買
手
と
し
て
のStaples

の
市
場
支
配
力
に
つ
い
て
は
、
証
拠
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
が
、
仮
にStaples

が
買
手
と
し
て
の
市
場

支
配
力
を
行
使
す
る
と
共
に
、
売
手
と
し
て
の
市
場
支
配
力
を
行
使
し
て
い
た
場
合
、
社
会
厚
生
上
の
損
失
は
さ
ら
に
大
き
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
）
64
（
る
。

2
　Cargill

事
件

　

米
国
司
法
省
は
、
穀
物
の
購
入
に
関
す
る
買
手
独
占
の
主
張
を
含
む
訴
え
をCargill
事
件
（
二
〇
〇
〇
）
65
（
年
）
で
行
っ
て
い
る
。
司
法
省
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は
、
北
ア
メ
リ
カ
で
二
番
目
の
穀
物
商
で
あ
るCargill

に
よ
る
北
ア
メ
リ
カ
で
三
番
目
のContinental G

rain Com
pany

（
以
下
、

「Continental

」）
の
世
界
的
規
模
の
商
品
販
売
事
業
の
買
収
を
差
止
め
る
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

Cargill
とContinental

は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
大
豆
、
小
麦
の
購
入
に
関
し
て
競
合
す
る
穀
物
商
で
あ
り
、
全
国
的
な
流
通
網
で
操

業
し
て
お
り
、
年
間
何
百
万
ト
ン
の
穀
物
を
農
家
か
ら
購
入
し
、
米
国
及
び
世
界
に
流
通
し
て
い
る
。
穀
物
取
引
は
、
高
度
に
寡
占
的
で

あ
り
、
当
該
買
収
に
よ
り
、Cargill

とContinental

間
の
競
争
が
な
く
な
り
、
シ
カ
ゴ
商
品
取
引
所
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
大
豆
の
先
物

取
引
の
決
定
に
関
す
る
配
送
能
力
の
約
八
〇
％
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
Ｈ
Ｈ
Ｉ
は
、
太
平
洋
岸
北
西
地
域
に
お
け
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と

大
豆
の
購
入
に
関
し
て
、
合
併
後
に
は
約
五
、
〇
〇
四
―
八
、
八
六
八
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
の
増
加
分
は
、
一
、
三
六
四
―
四
、
四
〇
〇
の
値
と
な

り
、
市
場
集
中
度
が
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。

　

司
法
省
は
、
当
該
買
収
が
行
わ
れ
れ
ば
、
米
国
の
多
く
の
地
域
に
お
い
て
、
農
家
に
対
す
る
穀
物
の
購
入
に
関
す
る
競
争
が
実
質
的
に

減
殺
さ
れ
ク
レ
イ
ト
ン
七
条
違
反
と
な
る
と
し
、
当
該
買
収
が
差
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
多
く
の
農
家
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
大
豆
、
小
麦

を
含
む
穀
物
や
油
糧
種
子
作
物
（oilseed crops
）
に
関
し
て
価
格
が
引
下
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
。

　

司
法
省
は
、
競
争
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
独
占
だ
け
で
な
く
、
買
手
独
占
に
関
し
て
も
検
討
し
て
お
り
、
買
手
独
占
の
競
争
法
上
の

問
題
の
分
析
は
、
独
占
の
そ
れ
と
「
鏡
像
（m

irror im
age

）」
の
関
係
に
あ
り
、
合
併
事
業
者
が
、
買
手
の
少
な
い
製
品
市
場
と
地
理
的

市
場
に
お
け
る
二
つ
の
事
業
者
か
否
か
、
供
給
者
に
支
払
う
価
格
を
引
下
げ
る
た
め
に
十
分
な
市
場
支
配
力
を
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

検
討
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
売
手
が
、
他
の
製
品
又
は
他
の
買
手
に
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
買
手
独
占
者
が
価
格
を
引
下
げ
よ
う

と
す
る
試
み
を
打
破
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

Cargill

とContinental

は
、
国
内
市
場
、
世
界
市
場
に
お
け
る
穀
物
の
販
売
に
関
し
て
競
争
を
し
て
い
る
が
、
地
方
又
は
地
域
的
市

場
（local or regional m

arkets

）
に
お
け
る
穀
物
の
購
入
に
つ
い
て
競
争
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
穀
物
輸
送

に
費
用
と
時
間
が
か
か
る
た
め
、
農
家
は
、
農
場
近
く
の
限
ら
れ
た
地
理
的
範
囲
に
ト
ラ
ッ
ク
で
輸
送
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
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で
あ
る
。
九
つ
の
地
方
又
は
地
域
市
場
に
お
い
て
、
事
業
者
数
が
少
な
い
た
めCargill

とContinental

間
の
競
争
に
依
存
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
当
該
買
収
に
よ
り
、
穀
物
価
格
を
引
下
げ
る
の
に
十
分
な
市
場
支
配
力
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
司
法
省

は
、
穀
物
の
購
入
に
関
す
る
競
争
の
減
殺
を
防
ぐ
た
め
に
は
、Cargill

が
自
身
又
はContinental

の
大
穀
物
倉
庫
の
一
部
を
新
規
参
入

者
に
売
却
す
る
こ
と
を
求
め
、
被
告
ら
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
た
め
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
連
邦
地
裁
は
、
大
穀
物
倉
庫
の
一
部
を
新
規
参

入
者
に
売
却
す
る
旨
の
終
局
判
決
（final j

）
66
（

udgm
ent

）
を
行
っ
た
。
消
費
者
に
対
す
る
穀
物
価
格
は
、
世
界
市
場
（w

orld m
arket

）
で
決

定
さ
れ
る
た
め
、
買
手
独
占
に
よ
る
損
失
は
、
供
給
者
に
限
定
さ
れ
て
い
）
67
（
る
。

㈢　

二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
後
の
事
例

　

ま
た
、
最
近
の
買
手
独
占
の
事
件
と
し
て
、G
eorge

’s Foods

事
件
（
二
〇
一
一
）
68
（

年
）
が
あ
る
。
米
国
司
法
省
は
、G

eorge

’s Foods

、 

Ｌ
Ｌ
Ｃ
、G

eorge

’s Fam
ily Farm

s
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
、
そ
し
て
、G

eorge

’s, Inc.

（
以
下
、
ま
と
め
て
「G

eorge

’s」
と
い
う
）
に
対
す
る
ク
レ
イ

ト
ン
七
条
違
反
に
関
す
る
衡
平
法
上
の
救
済
（equitable relief

）
を
求
め
る
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
。G

eorge

’s

は
、Tyson Foods, 

Inc.

（
以
下
、「Tyson

」
と
い
う
）
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ハ
リ
ソ
ン
バ
ー
グ
の
鶏
肉
処
理
施
設
の
買
収
に
よ
り
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
シ
ェ
ナ

ン
ド
ー
渓
谷
地
区
及
び
西
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
お
い
て
働
く
ブ
ロ
イ
ラ
ー
飼
育
者
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
し
、
ク
レ

イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
し
て
訴
え
た
。G

eorge
’s
とTyson

は
、
鶏
肉
製
品
の
販
売
だ
け
で
な
く
、「
飼
育
者
（grow

ers

）」
と

よ
ば
れ
る
、
孵
化
か
ら
食
肉
解
体
処
理
す
る
準
備
が
整
う
ま
で
ひ
な
鳥
を
育
て
る
農
家
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
活
発
に
競
争
し
て
い
る
。

輸
送
費
用
が
と
て
も
高
い
た
め
、
通
常
、
加
工
者
は
、
処
理
施
設
周
辺
の
限
ら
れ
た
地
理
的
範
囲
内
の
農
家
と
契
約
し
て
お
り
、
処
理
施

設
か
ら
五
〇
―
七
五
マ
イ
ル
以
上
の
場
所
に
い
る
飼
育
者
と
契
約
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
と
さ
れ
、
加
工
業
者
が
飼
育
者
と
契
約
す
る
地

理
的
範
囲
を
「
渓
谷
地
区
」
と
呼
ぶ
。
シ
ェ
ナ
ン
ド
ー
渓
谷
地
区
の
農
家
に
と
っ
て
、G

eorge

’s

とTyson

は
、
自
分
た
ち
の
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
な
食
肉
加
工
業
者
の
三
社
中
の
二
社
で
あ
っ
た
。G

eorge
’s

とTyson

は
、
い
ず
れ
も
垂
直
統
合
し
て
い
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る
業
者
（
こ
の
よ
う
な
事
業
者
を
「
垂
直
統
合
事
業
者
（integrator

）」
と
い
う
）
で
あ
り
、
育
種
、
孵
化
、
飼
育
工
場
、
食
肉
処
理
工

場
、
加
工
工
場
を
同
時
に
経
営
す
る
。
孵
化
か
ら
食
肉
処
理
の
準
備
が
出
来
る
ま
で
約
三
五
日
か
ら
六
〇
日
間
鶏
を
育
て
る
仕
事
は
、
飼

育
者
に
委
託
さ
れ
る
。
飼
育
者
は
、Packers and Stockyards

法
に
よ
り
、
加
工
業
者
に
対
し
て
九
〇
日
前
に
通
知
を
す
る
こ
と
で
契

約
関
係
を
終
了
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
飼
育
者
の
垂
直
統
合
業
者
に
対
す
る
交
渉
力
の
源
泉
は
、
他
の
垂
直
統
合
者
に
替
え
る
こ
と

が
出
来
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
一
年
五
月
七
日
、G

eorge

’s

は
、Tyson

とG
eorge

’s

がTyson

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ハ
リ
ソ
ン
バ
ー
グ
の
鶏
肉
処
理
施
設

を
買
収
す
る
と
い
う
合
意
を
締
結
し
た
。
司
法
省
は
、
当
該
買
収
に
よ
り
、G

eorge

’s

は
シ
ェ
ナ
ン
ド
ー
渓
谷
に
お
け
る
約
四
三
％
の

鶏
肉
を
加
工
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、Pilgrim

’s Pride Corporation （
以
下
、「Pilgrim

’s Pride

」
と
い
う
）
一
社
の
み
が
競
争
者
と
し

て
残
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
は
、
合
併
後
で
五
、
〇
〇
〇
以
上
、
増
加
分
が
七
〇
〇
と
い
う
高
い
値
を
示
す
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
、
食
肉
加
工
業
者
間
の
競
争
は
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
ー
渓
谷
地
区
の
約
五
〇
〇
も
の
飼
育
者
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
競
争
的
な
価
格

と
契
約
条
件
を
受
け
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
当
該
買
収
に
よ
りG

eorge

’s

とPilgrim

’s Pride

は
、
ブ
ロ

イ
ラ
ー
飼
育
者
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
価
格
を
引
下
げ
る
反
競
争
的
協
調
を
行
う
可
能
性
を
よ
り
高
め
る
と
し
て
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条

に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
生
産
と
販
売
へ
の
新
規
参
入
は
費
用
と
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の

飼
育
者
の
価
格
の
低
下
に
対
抗
す
る
要
素
も
な
い
と
し
て
い
る
。
司
法
省
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ハ
リ
ソ
ン
バ
ー
グ
のTyson

の
鶏
肉

処
理
施
設
の
売
却
と
当
該
買
収
に
よ
るG

eorge

’s

の
さ
ら
な
る
資
産
の
取
得
の
禁
止
、
訴
訟
費
用
の
支
払
い
な
ど
を
求
め
た
。

　

司
法
省
は
、
競
争
評
価
に
お
い
て
、
当
該
買
収
に
よ
る
加
工
業
者
の
数
の
減
少
に
よ
りG

eorge

’s

が
、
飼
育
者
に
対
し
て
低
価
格
と

不
利
益
な
契
約
条
項
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
動
機
と
能
力
を
高
め
る
、
す
な
わ
ち
買
手
独
占
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
繫
が
る
で
あ
ろ
う
と
主

張
し
た
。
終
局
判
決
の
中
で
、G

eorge

’s

は
、
買
収
し
た
工
場
の
設
備
拡
充
を
す
る
こ
と
を
救
済
措
置
と
し
て
合
意
し
た
。
司
法
省
は
、

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ハ
リ
ソ
ン
バ
ー
グ
の
鶏
肉
処
理
施
設
の
数
が
減
っ
た
と
し
て
も
、
鶏
肉
処
理
施
設
の
工
場
の
設
備
を
拡
充
す
る
こ
と
で
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生
産
量
が
確
保
さ
れ
れ
ば
、
社
会
厚
生
上
問
題
が
少
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
鶏
肉
処
理
施
設
の
工
場
の
設
備
が
拡
充
さ
れ

た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
生
産
量
を
維
持
又
は
拡
大
す
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
行
為
規
制
と
し
て
の
問
題
解
消
措
置
の
実
効
性
が
今
後

問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈣　

有
力
な
買
手
の
抗
弁
（Pow

erful Buyer D
efense

）
の
事
例

1
　Country Lake
事
件

　

裁
判
所
が
、
合
併
に
よ
り
市
場
に
お
い
て
高
い
集
中
度
と
な
る
と
し
て
も
、
有
力
で
、
洗
練
さ
れ
た
買
手
に
直
面
す
る
場
合
に
は
、
当

該
合
併
を
非
難
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
事
例
と
し
て
、
ま
ず
、Country Lake Foods

事
件
（
一
九
九
〇
）
69
（
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
司
法
省
は
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
で
生
乳
加
工
を
営
むCountry Lake Foods, Inc.

（
以
下
、「Country Lake

」
と
い
う
）
が
、

競
争
事
業
者
で
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
の
生
乳
加
工
業
者
で
あ
るSuperior-D

airy Fresh M
ilk Co.

（
以
下
、「Superior

」
と
い

う
）
を
買
収
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
申
立
て
を
行
っ
た
。

　

司
法
省
は
、
当
該
合
併
に
よ
り
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
が
合
併
前
で
二
、
一
八
六
、
合
併
後
に
二
、
八
三
二
と
い
う
高
い
市
場
集
中
度
を
示
し
、
当

該
合
併
に
よ
り
関
連
市
場
で
あ
る
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
―
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
大
都
市
統
計
圏
（M

inneapolis-St. Paul M
etropolitan Statistical 

Area

）
に
お
け
る
競
争
が
実
質
的
に
減
殺
さ
れ
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
）
70
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
有
力
な

買
手
が
地
理
的
市
場
に
存
在
し
て
お
り
反
競
争
効
果
が
生
じ
る
こ
と
を
予
防
す
る
と
主
張
し
た
。
合
併
後
の
事
業
者
の
買
手
と
な
る
食
品

流
通
業
者
は
、
牛
乳
を
購
入
し
、
そ
れ
を
食
料
雑
貨
店
に
転
売
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
食
品
流
通
事
業
者
は
、
三
つ
の
事
業
者
が
九
〇
％

の
市
場
を
支
配
し
て
お
り
、
生
乳
加
工
業
者
よ
り
も
市
場
集
中
度
が
高
か
っ
）
71
（
た
。
こ
れ
ら
の
買
手
は
、
通
常
の
市
場
の
状
況
で
は
な
い
こ

と
を
認
識
し
て
お
り
、
牛
乳
の
価
格
の
増
加
が
生
じ
れ
ば
、
買
手
は
、
供
給
者
と
積
極
的
に
交
渉
す
る
か
、
代
替
と
な
る
液
体
乳
の
供
給

者
を
探
す
こ
と
と
な
り
得
る
。
仮
に
関
連
市
場
と
な
る
地
理
的
市
場
に
お
い
て
競
争
的
な
価
格
が
見
出
せ
な
い
場
合
、
地
理
的
市
場
の
外
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に
い
る
乳
業
会
社
を
探
す
可
能
性
が
あ
っ
）
72
（
た
。
被
告
は
、
買
手
自
身
が
、
非
競
争
的
な
市
場
で
あ
る
と
気
付
き
、
液
体
乳
を
競
争
的
な
価

格
で
提
供
す
る
代
替
と
な
る
供
給
者
が
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
買
手
が
乳
業
事
業
を
直
ち
に
垂
直
統
合
す
る
で
あ
ろ
う
と
主

張
し
）
73
（
た
。
そ
し
て
、
被
告
は
、
全
米
の
乳
業
の
約
二
五
％
が
こ
の
よ
う
に
し
て
垂
直
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
証
拠
を
提
出
し
）
74
（
た
。

　

裁
判
所
は
、
垂
直
統
合
の
可
能
性
に
よ
り
、
被
告
の
市
場
支
配
力
の
推
定
を
そ
れ
自
体
で
は
十
分
に
反
証
で
き
な
い
と
し
た
が
、
被
告

が
反
ト
ラ
ス
ト
違
反
の
推
定
を
覆
す
の
に
十
分
な
証
拠
を
提
出
し
た
と
し
、
買
手
が
当
該
合
併
の
潜
在
的
な
反
競
争
効
果
を
抑
制
す
る
力

を
有
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
妥
当
で
あ
る
と
判
示
し
）
75
（
た
。
裁
判
所
は
、
買
手
の
市
場
集
中
と
洗
練
さ
れ
た
買
手
の
存
在
に
よ
り
、
買
手

は
有
意
な
市
場
支
配
力
を
持
ち
、
通
常
の
市
場
の
状
況
と
は
関
連
の
な
い
価
格
の
増
加
を
強
要
し
た
場
合
、
乳
業
会
社
が
大
勢
の
顧
客
を

失
う
可
能
性
に
よ
り
、
乳
業
会
社
の
市
場
支
配
力
の
行
使
を
抑
止
す
る
で
あ
ろ
う
と
判
示
し
て
い
）
76
（
る
。

　

こ
の
よ
う
にCountry Lake
事
件
で
は
、
供
給
者
間
の
合
併
に
お
い
て
、
合
併
後
の
事
業
者
が
有
力
な
買
手
に
直
面
す
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
当
該
合
併
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
違
反
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
明
確
に
判
示
し
て
い
）
77
（
る
。

2
　Baker H

ughes

事
件

　

Baker H
ughes

事
件
（
一
九
九
〇
）
78
（
年
）
に
お
い
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡
回
控
訴
審
は
、
地
下
の
油
田
掘
削
機
に
関
す
る
市
場
に
お

け
る
合
併
の
差
止
め
を
認
め
な
か
っ
た
地
裁
判
決
を
支
持
し
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
会
社O

y Tam
pella AB

、
がBaker H

ughes Inc.

の
所
有
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
の
会
社Em

ico Secom
a, S.A. （

以
下
、「Secom

a

」
と
い
う
）
を
買
収
し
た
。O

y Tam
pella AB

は
、
子
会
社

Tam
rok AG

 

（
以
下
、「Tam

rok

」
と
い
う
）
を
通
じ
て
、
米
国
で
油
田
掘
削
機
の
製
造
・
販
売
を
営
ん
で
い
た
。
司
法
省
は
、
当
該
合
併

が
米
国
に
お
け
る
油
田
掘
削
機
の
市
場
の
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
と
し
て
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
違
反
の
申
立
て
を
行
っ
た
。
し
か

し
、
地
裁
は
、
司
法
省
が
求
め
た
合
併
の
差
止
め
を
認
め
ず
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
違
反
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
司
法
省
が

上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
当
該
合
併
に
よ
りTam

rock

とSecom
a

の
市
場
シ
ェ
ア
の
合
計
は
約
七
六
％
と
な
り
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
は
合

併
前
の
二
、
八
七
八
か
ら
四
、
三
〇
三
と
い
う
高
い
市
場
集
中
度
を
示
す
こ
と
に
な
）
79
（
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
参
入
が
容
易
で
あ
り
、
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市
場
自
体
が
年
に
数
回
の
み
販
売
さ
れ
る
の
み
の
規
模
が
小
さ
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
市
場
シ
ェ
ア
及
び
Ｈ
Ｈ
Ｉ
の
数
値
が
被
告
の
力

を
誇
張
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
し
）
80
（

た
。
そ
し
て
、
少
数
の
大
規
模
で
洗
練
さ
れ
た
買
手
の
存
在
に
よ
り
、
売
手
で
あ
る
合
併
当
事

者
が
独
占
価
格
を
課
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
た
地
裁
判
決
を
支
持
し
）
81
（
た
。

　

こ
の
市
場
で
は
、
各
販
売
が
特
別
注
文
に
応
じ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
買
手
は
洗
練
さ
れ
て
い
た
。
買
手
は
、「
綿
密
に
利
用
可
能
な
選

択
肢
を
吟
味
し
、
典
型
的
に
は
、
各
注
文
に
関
し
て
多
数
の
内
密
な
入
札
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
）
82
（

た
」。
最
終
的
に
裁
判
所
は
、

高
い
市
場
集
中
度
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
合
併
当
事
者
に
よ
る
独
占
価
格
の
設
定
が
生
じ
る
可
能
性
は
低
い
、
と
判
示
し
て
い
）
83
（
る
。

五　

考
察

―
買
手
市
場
支
配
力
規
制
と
そ
の
課
題

㈠　

買
手
市
場
支
配
力
の
認
定

　

市
場
支
配
力
の
推
定
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
ル
ス
テ
ン
セ
ン
教
授
の
よ
う
に
、
買
手
に
対
し
て
は
相
対
的
に
低
い
市
場
シ
ェ
ア
に
よ
り
市

場
支
配
力
を
推
定
し
得
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
最
高
裁
や
競
争
当
局
は
、
売
手
と
買
手
の
区
別
な
く
対
称
的
な
取
扱
い
を
し
、
売
手
の

市
場
支
配
力
の
推
定
と
同
種
の
基
準
を
用
い
る
と
し
て
い
）
84
（
る
。
他
方
、Staples

事
件
の
よ
う
に
、
市
場
画
定
の
段
階
で
、
ロ
ー
カ
ル
や

特
定
の
市
場
に
狭
く
画
定
し
、
市
場
シ
ェ
ア
を
高
く
認
定
す
る
場
合
が
見
ら
れ
）
85
（
る
。Staples

事
件
で
用
い
ら
れ
た
「
価
格
証
拠
」
に
よ

る
市
場
画
定
が
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
お
い
て
今
後
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
二
〇
一
〇
年

水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
関
連
市
場
の
画
定
に
お
い
て
、
競
争
当
局
は
、
仮
想
的
な
買
手
独
占
者
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
価
格
の
減

少
に
売
手
が
直
面
し
た
場
合
、
代
替
的
な
取
引
先
が
存
在
す
る
か
に
焦
点
を
当
て
る
と
し
て
い
）
86
（

る
。

　

買
手
の
市
場
支
配
力
の
認
定
に
際
し
て
、
消
費
者
へ
の
影
響
が
あ
る
場
合
に
の
み
規
制
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
消
費
者
へ
の
影
響
が
あ
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る
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
と
す
る
見
）
87
（
解
、
買
手
独
占
者
が
産
出
物
市
場
に
お
い
て
市
場
支
配
力
を
持
た
な
い
場
合
は
最
終
製
品
の
価

格
は
変
化
し
な
い
が
、
買
手
独
占
者
が
産
出
物
市
場
に
お
い
て
市
場
支
配
力
を
持
つ
場
合
は
買
手
独
占
者
が
生
産
量
を
減
少
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
最
終
製
品
の
価
格
は
高
く
な
る
た
め
消
費
者
厚
生
を
害
す
る
と
の
見
解
が
あ
）
88
（
る
。
こ
の
点
、
二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
は
、
買
手
間
の
合
併
に
よ
る
下
流
市
場
で
の
競
争
効
果
に
つ
い
て
は
評
価
し
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
〇
年

水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
買
手
間
の
合
併
に
関
し
て
、
主
に
上
流
市
場
に
対
す
る
反
競
争
効
果
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
）
89
（
る
。
こ
の
た
め
、
買
手
市
場
支
配
力
に
つ
い
て
、
消
費
者
へ
影
響
を
与
え
る
も
の
に
限
定
し
な
い
も
の
と
解
さ
れ
）
90
（
る
。
上
流

市
場
に
お
い
て
買
手
独
占
者
で
あ
る
買
手
が
、
同
時
に
下
流
市
場
で
売
手
で
も
あ
る
場
合
、
下
流
市
場
で
も
市
場
支
配
力
を
有
す
る
場
合

は
、
社
会
厚
生
の
損
失
は
、
単
な
る
買
手
独
占
の
場
合
よ
り
も
大
き
い
。
し
か
し
、
単
に
上
流
市
場
で
買
手
独
占
で
あ
る
場
合
で
も
社
会

厚
生
の
損
失
は
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
買
手
市
場
支
配
力
の
認
定
に
際
し
て
、
消
費
者
へ
影
響
を
与
え
る
も
の
に
限
定
し
な
い
こ
と
が

妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。㈡　

有
力
な
買
手
の
抗
弁

　

二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
買
手
市
場
支
配
力
の
二
つ
の
目
の
意
義
で
あ
る
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
が
「
有
力
な

買
手
」
と
し
て
、
企
業
結
合
規
制
に
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
の
経
済
学
的
な
根

拠
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
有
力
な
買
手
の
存
在
の
み
で
反
競
争
効
果
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
二
〇
一
〇

年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
取
扱
い
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

有
力
な
買
手
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
賛
否
両
論
が
あ
る
が
、
供
給
者
間
の
合
併
に
お
い
て
、
合
併
後
の
事
業
者
が
有
力
な
買
手

に
直
面
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
併
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
違
反
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
とCountry Lake

事
件
及
びBaker 

H
ughes

事
件
で
述
べ
て
い
る
。
裁
判
所
が
有
力
な
買
手
の
抗
弁
を
認
め
る
理
由
と
し
て
、
独
占
価
格
の
設
定
を
行
い
得
な
い
こ
と
を
挙
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げ
て
お
り
、
有
力
な
買
手
の
存
在
に
よ
り
、
供
給
者
間
の
協
調
行
動
を
抑
止
す
る
こ
と
が
可
能
と
捉
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
）
91
（
る
。

　

一
九
九
二
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
買
手
事
業
者
が
潜
在
的
な
反
競
争
効
果
を
緩
和
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
）
92
（

る
。
さ
ら
に
、

二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
有
力
な
買
手
の
抗
弁
が
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、Syufy

事
件
で
は
、
裁
判

所
は
、
有
力
な
売
手
で
あ
る
映
画
配
給
会
社
の
存
在
に
よ
り
、
買
手
で
あ
る
映
画
上
映
会
社
の
価
格
を
支
配
す
る
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る

と
判
示
し
て
お
り
、
売
手
と
買
手
と
の
双
方
独
占
に
よ
り
、
反
競
争
効
果
が
抑
制
さ
れ
る
と
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
）
93
（

る
。

六　

お
わ
り
に

　

買
手
市
場
支
配
力
の
議
論
の
進
展
に
よ
り
、
判
例
法
や
競
争
当
局
の
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
買
手
市
場
支
配
力
規
制
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
）
94
（
た
。
そ
れ
と
同
時
に
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
は
課
題
も
あ
る
。

　

企
業
結
合
規
制
に
お
い
て
は
、
買
手
市
場
支
配
力
の
推
定
方
法
に
つ
い
て
、
市
場
支
配
力
の
推
定
に
つ
い
て
は
、
買
手
に
対
し
て
は
相

対
的
に
低
い
市
場
シ
ェ
ア
に
よ
り
市
場
支
配
力
を
推
定
し
得
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
最
高
裁
や
競
争
当
局
は
、
売
手
と
買
手
の
区
別
な

く
対
称
的
な
取
扱
い
を
し
、
売
手
の
市
場
支
配
力
の
推
定
と
同
種
の
基
準
を
用
い
る
と
し
て
い
）
95
（
る
。Staples

事
件
の
よ
う
に
、「
価
格
証

拠
」
を
用
い
て
市
場
画
定
の
段
階
で
、
ロ
ー
カ
ル
や
特
定
の
市
場
に
狭
く
画
定
し
、
市
場
シ
ェ
ア
を
高
く
認
定
す
る
場
合
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、Staples

事
件
の
よ
う
に
必
ず
し
も
「
価
格
証
拠
」
が
得
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
た
め
、
買
手
市
場
支
配
力
の
立
証
が
困
難
と
な
る
。

　

ま
た
、
買
手
の
市
場
支
配
力
の
認
定
に
際
し
て
、
消
費
者
へ
の
影
響
が
あ
る
場
合
に
の
み
規
制
す
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
が
、

上
流
市
場
に
お
い
て
買
手
独
占
者
で
あ
る
買
手
が
、
同
時
に
下
流
市
場
で
売
手
独
占
者
で
も
あ
る
場
合
、
社
会
厚
生
の
損
失
は
、
単
な
る

買
手
独
占
の
場
合
よ
り
も
大
き
い
。
し
か
し
、
単
に
上
流
市
場
で
買
手
独
占
で
あ
る
場
合
で
も
社
会
厚
生
の
損
失
は
生
じ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
買
手
市
場
支
配
力
の
認
定
に
際
し
て
、
消
費
者
へ
影
響
を
与
え
る
も
の
に
限
定
し
な
い
こ
と
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
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水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
買
手
間
の
合
併
に
よ
る
下
流
市
場
で
の
競
争
効
果
に
つ
い
て
は
評
価
し
な
い
と
し
て
お
り
、
買
手
市
場

支
配
力
の
認
定
に
際
し
て
、
消
費
者
へ
影
響
を
与
え
る
も
の
に
限
定
し
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

双
方
独
占
や
拮
抗
力
に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
が
あ
る
中
で
、
有
力
な
買
手
の
抗
弁
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
る
べ
き
か
、
そ
し
て
、

効
率
性
の
抗
弁
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
も
あ
る
。
こ
の
点
、
二
〇
一
〇
年
水
平
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
効
率
性

と
は
別
に
、
有
力
な
買
手
の
抗
弁
に
言
及
し
て
お
り
、
企
業
結
合
当
事
者
の
価
格
の
引
上
げ
の
能
力
を
制
限
す
る
場
合
と
し
て
、（
１
）

上
流
市
場
を
垂
直
統
合
す
る
能
力
が
あ
る
場
合
、（
２
）
新
規
参
入
を
後
押
し
す
る
能
力
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
場
合
、（
３
）
大

規
模
な
買
手
の
行
為
又
は
存
在
が
協
調
効
果
を
弱
め
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
有
力
な
買
手
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
独
禁
法
で
は
、

需
要
者
の
競
争
圧
力
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
学
説
・
判
例
の
蓄
積
が
少
な
い
我
が
国
独
禁
法
の
企
業
結
合
規
制
に
と
っ
て
、
同
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
は
一
定
の
示
唆
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

　

買
手
市
場
支
配
力
の
問
題
は
、
小
売
業
の
寡
占
化
と
共
に
顕
在
化
し
て
き
た
が
、
こ
の
問
題
は
小
売
業
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
本
稿
で
取

扱
っ
た
判
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
中
間
財
の
購
入
市
場
に
お
い
て
も
生
じ
得
る
。
売
手
市
場
支
配
力
に
着
目
し
て
き
た
競
争
法
は
、

買
手
市
場
支
配
力
を
含
め
た
理
論
的
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、
買
手
事
業
者
の
行
為
は
、
主
に
優
越
的
地
位
の
濫
用
と

し
て
規
制
さ
れ
て
き
た
。
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制
と
買
手
市
場
支
配
力
、
特
に
、
第
二
の
意
義
と
し
て
の
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
と

の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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nited States v. Country Lake Foods, 754 F. Supp. 669 （D. M
inn. 1990

）; U
nited States v. Baker H

ughes, 908 F. 2d 
981 （D.C. Cir. 1990

）; FTC v. H
.J. H

einz, Co., 246 F. 3d 708, 719 （D.C. Cir. 2001

）.

（
9
）  

金
井
貴
嗣
ほ
か
編
『
独
占
禁
止
法
』
二
六
頁
﹇
泉
水
文
雄
﹈（
弘
文
堂
、
第
三
版
、
二
〇
一
二
）
参
照
。

（
10
）  

高
橋
佳
生
「
日
本
の
流
通
構
造
の
変
化
と
米
欧
と
の
違
い
に
つ
い
て
」
競
争
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
第
二
八
回
公
開
セ
ミ
ナ
ー
「
流
通
市
場
に
お

け
る
買
い
手
パ
ワ
ー
の
競
争
へ
の
影
響
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
一
）、available at <http://w

w
w.jftc.go.jp/cprc/sem

inar/28/notice.htm
l>.

（
11
）  

公
取
委
「
平
成
一
六
年
度
に
お
け
る
主
要
な
企
業
結
合
事
例
」（
事
例
六
）。

（
12
）  

公
取
委
「
平
成
一
八
年
度
に
お
け
る
主
要
な
企
業
結
合
事
例
」（
事
例
二
）。

（
13
）  O

ECD, supra note 5, at 16.

（
14
）  See, e.g., U

nited States v. Rice G
row
ers Ass

’n of Cal., N
o. S -84 -1066EJG, 1986 U.S. D

ist. LEXIS 30507 （E. D. Cal. 1986

）; 
U
nited States v. Aetna, Inc., N

o. 3 -99CV
1398 -H

, 1999 U.S. D
ist. LEXIS 19691 （N.D. Tex.1999

）; U
nited States v. Cargill, Inc., 

N
o. 99 -1875 

（G
K

）, 2000 U.S. D
ist. LEXIS 20753 

（D.D.C. 2000

）; U
nited States v. G

eorge Foods, LLC, N
o. 5:11CV

00043 

（W
.D.Va. 2011

）.

（
15
）  g

eo
rg
e J. s

tig
ler, t

H
e t

H
eo
ry o

f p
rice 216 -218 （1987

）. 

（
16
）  4 p

H
illip a

reed
a a

n
d d

o
n
a
ld F. t

u
rn
er, A

n
titru

st l
a
w 

¶964B 

（1980

）; r
icH
a
rd A. p

o
sn
er a

n
d f

ra
n
k H
. e
a
sterBro

o
k,  

A
n
titru

st 146 -150 

（1981

）.

ま
た
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
買
手
独
占
に
言
及
し
て
い
た
文
献
と
し
て
、H

erBert H
o
v
en
kaM

p, e
co
n
o
M
ics 

an
d f
ed
eral A

n
titru

st l
aw 17 -18 （1985

） 

が
あ
る
。

（
17
）  Roger D. Blair and Jeffrey L. H

arrison, A
ntitrust Policy and M

onoposny, 76 Cornell L. Rev. 297, 301 -334 （1991

）.

ま
た
、
ブ

レ
ア
教
授
と
ハ
リ
ソ
ン
教
授
は
、
買
手
の
購
買
力
を
測
る
上
で
、
購
買
力
指
標
（Buying Pow

er Index

）
を
用
い
て
い
る
。
購
買
力
指
標
＝ 

１
／
ε
で
あ
り
、
ε
は
供
給
の
弾
力
性
を
表
し
て
い
る
。B

lair an
d H

arriso
n, supra note 6, at 54 -55.

（
18
）  W

eyerhaeuser Com
pany v. Ross-Sim

m
ons H

ardw
ood Lum

ber Co., Inc., 549 U. S. 312, 320 （2007

）.
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（
19
）  

競
争
的
な
市
場
に
お
け
る
買
手
は
、
価
格
受
容
者
（price taker

）
で
あ
る
が
、
買
手
独
占
の
状
況
下
で
は
、
買
手
独
占
者
は
、
利
潤
最
大
化

の
た
め
に
、
限
界
収
入
生
産
物
曲
線
（m

arginal revenue product curve:

生
産
要
素
一
単
位
追
加
当
た
り
の
追
加
的
収
入
）
を
限
界
要
素
費

用
曲
線
（m

arginal factor cost curve:

供
給
者
か
ら
特
定
の
商
品
を
一
単
位
追
加
購
入
す
る
の
に
当
た
り
か
か
る
追
加
的
費
用
）
に
等
し
く
な

る
よ
う
に
生
産
量
を
決
め
る
。
こ
の
た
め
、
買
手
独
占
者
は
、
あ
る
商
品
又
は
役
務
に
対
し
て
、
競
争
的
な
市
場
よ
り
も
少
量
を
購
入
し
、
少
額

を
支
払
う
。
こ
の
結
果
、
買
手
独
占
力
は
、
売
手
独
占
の
場
合
と
同
様
、
社
会
厚
生
を
減
じ
る
と
さ
れ
る
。Rroger D. Blair and John E. Lo-

patka, Predatory Buying and A
ntitrust, 2008 u

ta L. r
ev. 415, 415 

（2008

）; John B. Kirkw
ood, Buyer Power and Exclusionary 

Conduct: Should Brooke G
roup Set the Standards for Buyer-Induced Price D

iscrim
ination and Predatory Bidding?, 72 A

n
ti-

tru
st L.J. 625, 652 （2005

）; Salop, supra note 4, at 672.

（
20
）  Blair and Lopatka, supra note 19, at 415; Roger G. N

oll, 

“Buyer Power

” and Econom
ic Policy, 72 A

n
titru

st L.J. 589, 591

（2005

）; Kirkw
ood, supra note 19, at 653.

（
21
）  Blair and H

arrison, supra note 17, at 306; Keith N. H
ylton, W

eyerhaeuser, Predatory Bidding, &
 Error Costs, 53 A

n
titru

st 
B
u
ll. 51, 73 （2008

）.

（
22
）  Roger D. Blair and Kristine L. Coffin, Physician Collective Bargaining: State Legislation and the State A

ction D
octorine, 26 

c
ard

o
zo L. r

ev. 1731, 1737 （2005
）.

（
23
）  B

lair an
d H

arriso
n, supra note 6, at 84.

（
24
）  H

erBert H
o
v
en
kaM

p, f
ed
eral A

n
titru

st p
o
licy 16 （4

th ed. 2011

）; M
arius Schw

artz, Buyer Pow
er Concerns and the Aetna-

Prudential M
erger, Address presented at 5

th Annual H
ealth Care Antitrust Forum

, N
orthw

estern U
niversity School of Law

  

§IIA （O
ctober 20, 1999

）, available at <http://w
w
w.justice.gov/atr/public/speeches/3924.htm

>.

（
25
）  Peter C. Carstensen, H

orizontal M
erger G

uidelines: The O
m
itted D

im
ension of Buyer Pow

er Com
m
ents Subm

itted to the 
FTC and D

O
J 13 （2010

）, available at <http://w
w
w.ftc.gov/os/com

m
ents/horizontalm

ergerguides/545095 -00057.pdf>.

（
26
）  Carstensen, supra note 25, at 13.

な
お
、
大
規
模
小
売
業
が
主
導
し
た
共
同
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
違
法
と
さ
れ
たToys 

“R

” Us

事
件 

（Toys 

“R

” Us, Inc. v. FTC, 221 F. 3d 928 （7th Cir. 2000

））
で
は
、
米
国
内
の
玩
具
市
場
の
約
二
〇
％
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
単
独
の
事
業
者
が
い
く
つ
か
の
種
類
の
食
料
雑
貨
の
全
て
の
購
入
に
お
い
て
、
わ
ず
か
八
％
の
市
場
シ
ェ
ア
し
か
有
し
て
い
な

い
場
合
で
さ
え
、
単
独
の
買
手
市
場
支
配
力
の
著
し
い
効
果
が
生
じ
得
る
と
さ
れ
る
。Paul D

obson, Exploiting Buyer Power: Lessons 
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from
 the British G

rocery Trade, 72 A
n
titru

st L.J. 529, 535 （2005

）.

（
27
）  Richard Scheelings and Joshua D. W

right, 

‘Sui G
eneris

’?: A
n A
ntitrust A

nalysis of Buyer Power in the U
nited States and 

European U
nion, 39 Akron L. Rev. 207, 230 -231 （2006

）; M
arius Schw

artz, Should A
ntitrust A

ssess Buyer M
arket Power D

if-
ferently than Seller M

arket Power?, presented at D
O
J/FTC W

orkshop on M
erger Enforcem

ent, W
ashington D

C 6 

（February 
17, 2004

）. 

シ
ュ
ワ
ル
ツ
教
授
に
よ
れ
ば
、Toys 

“R

” Us

事
件
は
、
大
規
模
小
売
業
者
が
製
造
者
間
の
共
謀
を
誘
引
し
た
特
殊
な
事
例
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

（
28
）  W

eyerhaeuser, 549 U. S. at 321 -322.

（
29
）  Jo

H
n K. G

alBraitH, A
M
erican C

apitalisM: T
H
e C

o
n
cept o

f c
o
u
n
terv

ailin
g p
o
w
er 118 （1952

）; Zhiqi Chen, D
om
inant Retail-

ers and the Countervailing-Power H
ypothesis, 34 r

an
d J. e

co
n. 612, 612 （2003

）.

（
30
）  See Richard D. Friedm

an, A
ntitrust A

nalysis and Bilateral M
onopoly, 1986 w

isc. L. r
ev. 873, 873 （1986

）; B
lair an

d H
arri-

so
n, supra note 6, at 123.

（
31
）  4 p

H
illip E. a

reed
a, H

erBert H
o
v
en
kaM

p &
 Jo
H
n L. s

o
lo
w, A

n
titru

st l
aw: a

n a
n
alysis o

f A
n
titru

st p
rin
ciples an

d t
H
eir 

a
pplicatio

n 

¶943

（rev. ed. 1998
）.

（
32
）  12 H

erBert H
o
v
en
kaM

p, A
n
titru

st l
aw: a

n a
n
alysis o

f A
n
titru

st p
rin
ciples an

d t
H
eir a

pplicatio
n 

¶2015 （1999

）.

（
33
）  See G

eorge J. Stigler, The Econom
ist Plays with Blocs, 44 a

M. e
co
n. r

ev. 7, 9 （1954

）; Alex H
unter, N

otes on Countervailing 
Power, 68 e

co
n. J. 89, 101 （1958

）.

（
34
）  N

AAG
 M
erger G

uidelines, H
orizontal M

erger G
uidelines 

§5.4 n.49 

（1993

）, available at <http://w
w
w.naag.org/assets/files/

pdf/at-hm
erger_guidelines.pdf>.

（
35
）  Tom
 Cam

pbell, Bilateral M
onopoly in M

ergers, 74 A
n
titru

st L.J. 521, 526 （2007

）.

（
36
）  Id. at 526 -527. 

（
37
）  Chen, supra note 29, at 624.

（
38
）  See, e.g., U

nited States v. Cargill, Inc., N
o. 99 -1875 （D.D.C. 2000

）; U. S. v. G
eorge Foods, LLC, N

o.5:11CV
00043 （W

.D.Va. 
2011

）.

な
お
、「
競
争
者
間
の
提
携
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
〇
〇
）
で
も
買
手
独
占
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
。
競
争
者
間
の
提

携
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
共
同
購
入
に
関
す
る
「
協
定
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
関
心
を
生
じ
さ
せ
ず
、
実
際
競
争
促
進
的
で
あ
り
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得
る
」
が
、
一
方
で
、「
そ
の
よ
う
な
協
定
は
、
そ
の
協
定
が
存
在
し
な
い
場
合
に
生
じ
る
よ
り
も
、
市
場
支
配
力
を
拡
大
し
（
買
手
の
場
合
に

は
買
手
独
占
と
呼
ば
れ
る
）、
購
入
し
た
製
品
の
価
格
を
引
下
げ
、
そ
れ
に
よ
り
数
量
を
減
少
さ
せ
る
能
力
と
動
機
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
市
場
支
配
力
の
行
使
を
容
易
に
す
る
。
購
入
提
携
は
、
参
加
者
の
コ
ス
ト
を
標
準
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
、
参
加
者
の
原
材
料
購
入
を

知
る
こ
と
に
よ
り
、
参
加
者
の
産
出
量
を
計
画
又
は
監
視
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
共
謀
を
容
易
に
す
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
言
及
し
て

い
る
。D

O
J and FTC, Antitrust G

uidelines for Collaborations Am
ong Com

petitors 

§3.31

（a

） （2000

）.

（
39
）  
二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
邦
文
の
主
な
文
献
と
し
て
、
越
知
保
見
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
Ｋ
・
レ
オ
ナ
ー
ド
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ウ
ー
、

石
垣
浩
晶
「
企
業
結
合
審
査
と
経
済
分
析
の
最
先
端

―
米
国
新
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
促
す
分
析
枠
組
の
柔
軟
化

―
（
１
―
３
）」
国

際
商
事
法
務
三
九
巻
五
号
六
一
五
頁
、
三
九
巻
六
号
八
〇
一
頁
、
国
際
商
事
法
務
三
九
巻
七
号
九
五
六
頁
（
二
〇
一
一
）、
白
石
忠
志
「
企
業
結

合
規
制
と
市
場
画
定
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
三
号
四
六
頁
（
二
〇
一
一
）、
田
平
恵
「
水
平
合
併
に
お
け
る
反
競
争
効
果
分
析
の
動
向

―
二
〇

一
〇
年
米
国
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
み
る
合
併
審
査

―
」
同
志
社
法
学
六
三
巻
二
号
三
二
五
頁
（
二
〇
一
一
）、
植
村
幸
也
「
米
国
新
水

平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
欧
州
水
平
的
協
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
わ
が
国
の
独
禁
法
解
釈
に
及
ぼ
す
影
響
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
四
九
号
五
六
頁
（
二
〇

一
一
）、
大
竹
理
英
「
二
〇
一
〇
年
の
米
国
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に
お
け
る
市
場
画
定
に
関
す
る
記
述
の
主
た
る
変
更
点
に
つ
い

て
」
公
正
取
引
七
二
一
号
七
二
頁
（
二
〇
一
〇
）
が
あ
る
。

（
40
）  D

O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelines 

§0.1 （1992

）.

（
41
）  D

O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelines 

§12 （2010

）.

（
42
）  Id. at 

§8.

（
43
）  Ibid.

（
44
）  FTC v. Consolidated Foods Corp., 380 U. S. 592 （1965

）.

（
45
）  Id. at 600.

（
46
）  U
nited States v. Von

’s G
rocery, 384 U. S. 270 （1966

）.

（
47
）  See r

o
Bert H

. B
o
rk, t

H
e A

n
titru

st p
arad

o
x 218 （1978

）.

（
48
）  Von

’s G
rocery, 384 U. S. at 288.

（
49
）  U

nited States v. Rice G
row
ers Ass

’n of Cal., N
o. S -84 -1066EJG

 （E.D. Cal. 1986

）.

（
50
）  

Ｈ
Ｈ
Ｉ
は
、
個
々
の
事
業
者
の
市
場
シ
ェ
ア
の
二
乗
の
総
和
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
。
事
件
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
一
九
八
四
年
司
法
省
合
併
ガ
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イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
が
一
八
〇
〇
以
上
で
高
度
に
集
中
的
な
市
場
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

Ｈ
Ｈ
Ｉ
が
二
五
〇
〇
以
上
で
高
度
に
集
中
的
な
市
場
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。See D

O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelines 

§5.3 

（2010

）; D
O
J, 1984 M

erger G
uidelines 

§3.11 （1984

）.
（
51
）  B

lair an
d H

arriso
n, supra note 6, at 95.

（
52
）  U

nited States v. Syufy Enters. 903 F. 2d 659 （1990

）.

（
53
）  N

atalie Rosenfelt, The Verdict on M
onopsony, 20 l

o
y. c

o
n
su
M
er L. r

ev. 402, 408 （2008

）.

（
54
）  Ibid.

（
55
）  FTC v. Staples Inc., 970 F. Supp. 1066 （1997

）.

（
56
）  See M

orgenstern v. W
ilson, 29 F. 3d 1291, 1296 （8

th Cir. 1994

）.

（
57
）  See Brow

n Shoe v. U
nited States, 370 U. S. 294, 325 （1962

）.

（
58
）  Ibid.

（
59
）  Staples, 970 F. Supp. at 1089 -1090. 

（
60
）  Id. at 1078.

（
61
）  Id. at 1093.

（
62
）  See D

avid A. Balto, Superm
arket M

erger Enforcem
ent, 20 J. p

u
B. p

o
l. an

d M
ark. 38, 40 （2001

）.

（
63
）  Staples, 970 F. Supp. at 1076.

（
64
）  See John J. Curtin, Jr., D

aniel L. G
oldberg, D

aniel S. Savrin, The EC

’s Rejection of the KESKO
/TU
KO
 M
erger: Leading the 

way to the A
pplication of a 

“Gatekeeper

” Analysis of Retailer M
arket Power under U

. S. A
ntitrust Laws, 40 B.C.L. r

ev. 537, 
562 -563 （1999

） .

（
65
）  U
nited States v. Cargill, Inc., N

o. 99 -1875 （D.D.C. 2000
）.

（
66
）  

当
事
者
間
で
紛
争
解
決
す
る
も
の
で
、
終
局
判
決
を
下
し
た
裁
判
所
に
は
手
続
き
後
に
残
さ
な
い
。
田
中
英
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』
三
四
八
頁

（
一
九
九
一
）
参
照
。

（
67
）  Schwartz, supra note 24, at 

§ⅡC.

（
68
）  U. S. v. G

eorge Foods, LLC, N
o. 5:11CV

00043 （W
.D.Va. 2011

）. G
eorge

’s Foods

事
件
の
邦
文
の
解
説
と
し
て
、
北
博
行
「
ジ
ョ
ー
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ジ
社
に
よ
る
タ
イ
ソ
ン
食
品
鶏
肉
工
場
買
収
事
件
」
公
正
取
引
七
三
九
号
六
六
頁
（
二
〇
一
二
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
69
）  U

nited States v. Country Lake Foods, 754 F. Supp. 669 （D. M
inn. 1990

）.
（
70
）  Country Lake, 754 F. Supp. at 673.

（
71
）  Id. at 674.

（
72
）  Ibid.

（
73
）  Id. at 679.

（
74
）  Id. at 679 -80.

（
75
）  Id. at 680.

（
76
）  Id. at 679.

（
77
）  See H

erbert H
ovenkam

p, M
ergers and Buyers, 77 v

a. L. r
ev. 1369, 1372 （1991

）; M
ary Lou Steptoe, The Power-Buyer D

e-
fense in M

erger Cases, 61 A
n
titru

st L.J. 493, 495 （1993

）.

（
78
）  U

nited States v. Baker H
ughes, 908 F. 2d 981 （D.C. Cir. 1990

）.

（
79
）  Baker H

ughes, 908 F. 2d at 983.

（
80
）  Id. at 986, 988 -989.

（
81
）  Id. at 992.

（
82
）  Id. at 986.

（
83
）  Id. at 992.

（
84
）  See W

eyerhaeuser, 549 U. S. at 321 -322; D
O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelines 

§12 （2010

）.

（
85
）  See, e.g., Staples, 970 F. Supp. at 1073 -1074.

（
86
）  See D
O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelines, 

§12 （2010

）.

（
87
）  See, e.g., Schw

artz, supra note 27, at 1; Salop, supra note 4, at 673.

（
88
）  See Jonathan M

. Jacobson and G
ary J. D

orm
an, M

onopsony Revisited: A
 Com

m
ent on Blair and H

arrison, 37 A
n
titru

st 
B
u
ll. 151, 153 （1992

）.

（
89
）  D

O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelines 

§12 （2010

）.



米国反トラスト法における買手市場支配力規制

33

（
90
）  See also U

nited States v. Cargill, Inc., N
o. 99 -1875 （D.D.C. 2000

）.

（
91
）  Paul T. D

enis, M
arket Power in A

ntitrust M
erger A

nalysis: Refining the Collusion H
ypothesis, 60 A

n
titru

st L.J. 829, 834 

（1992

）.
（
92
）  D

O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelies 

§2.12 （1992

）.
（
93
）  Syufy, 903 F. 2d. at 669 -671.

（
94
）  See, e.g., U

nited States v. Cargill, Inc., N
o. 99 -1875 （D.D.C. 2000

）; U. S. v. G
eorge Foods, LLC, N

o. 5:11CV
00043 （W

.D.Va. 
2011

）.

（
95
）  See W

eyerhaeuser, 549 U. S. at 321 -322; D
O
J and FTC, H

orizontal M
erger G

uidelines 

§12 （2010

）.



法学政治学論究　第95号（2012.12）

34

渕
川
　
和
彦
（
ふ
ち
か
わ　

か
ず
ひ
こ
）

　

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教
（
有
期
・
研
究
奨
励
）

　
　
　
　
　
　
　

東
洋
大
学
法
科
大
学
院
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　

所
属
学
会　
　

日
本
経
済
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会

　

専
攻
領
域　
　

経
済
法

　

主
要
著
作　
　

 「
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
略
奪
的
高
価
購
入
（Predatory Bidding

）
規

制
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
八
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
　

 「
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
事
業
者
間
の
共
同
行
為
規
制
」『
法
学
政
治
学

論
究
』
第
八
九
号
（
二
〇
一
一
年
）


